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議案第 1号

令和 5年度船橋市一般会計予算

令和 5年度船橋市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 223, 900, 000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、 「第 1表 歳入歳出予算」に

よる。

（継続費）

第 2条 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 21 2条第 1項の規定による継続費の

経費の総額及び年割額は、 「第 2表 継続費」による。

（債務負担行為）

第 3条 地方自治法第21 4条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、 「第 3表 債務負担行為」による。

（地方債）

第 4条 地方自治法第 23 0条第 1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、 「第 4表 地方債」による。

（一時借入金）

第 5条 地方自治法第 23 5条の 3第 2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

15, 000,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第 6条 地方自治法第 22 0条第 2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計J:.した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合に

おける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和 5年 2月 14日提出

船橋市長 松 戸 徹
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第 1表歳入歳出予算

歳 入
＿
款 項 金

（単位：千円）

額

10 市税

10 

15 

20 

市民税

固定資産税

軽自動車税

25 市たばこ税

30 特別士地保有税

32 入湯税

106,894,300 
` ～ ^ -

52,615,700 

39,397,300 

732, 700 

3,768,000 

100 

3,100 

35 

40 

事業所税 1 2,114,100 

15 地方譲与税

都市計画税 1 8,263,300 

927,100 

12 地方揮発油譲与税

15 自動車重量譲与税

22 森林環境譲与税

25 特別とん譲与税

△ 地方道路譲与税

20 利子割交付金

10 

21 配当割交付金

10 

利子割交付金

配当割交付金

23 株式等譲渡所得割交付金

10 

24 地方消費税交付金

10 

株式等譲渡所得割交付金

地方消費税交付金

25 ゴルフ場利用税交付金

10 ゴルフ場利用税交付金

26 

30 

31 

法人事業税交付金

自動車取得税交付金

一？て～

環境性能割交付金

35 国有提供施設等所在市助

成交付金

10 

10 

10 

法人事業税交付金

自動車取得税交付金
·-~~-·-······· 

環境性能割交付金

209,100 

626,100 

68,300 

23,600 

゜47,100 

47,100 
＾一

726,800 
---、

726,800 
-W -

620,600 
―" --

620,600 

15,836,700 
- -

15,836,700 

3,400 

3,400 

1,144,800 
--~--

1,144,800 

100 

100 

156,300 

156,300 
→ヽ

200,000 

10 国有提供施設等所在市助

成交付金

37 地方特例交付金

10 

30 

地方特例交付金

新型コロナウイルス感染

症対策地方税減収補填特

別交付金

200,000 

759,500 

758,000 

1,500 

40 地方交付税 5,308,900 
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一般会計

款 金

10 

項

地方交付税

45 交通安全対策特別交付金

10 交通安全対策特別交付金

50 分担金及び負担金

10 負担金

55 使用料及び手数料

10 

15 

使用料

手数料

60 国庫支出金

10 

15 

20 

国庫負担金
… 9m - - - -

国庫補助金

委託金

65 県支出金

10 

15 

20 

県負担金

県補助金

委託金

70 財産収入

（単位：千円）

額

5,308,900 

63,800 

63,800 

1, 520, 800 
^ -- ‘`-

1,520,800 

4,693,600 

3, 067, 910 

1,625,690 
~-

42,797,900 

36, 981, 130 

5,690,550 

126,220 

16,293,700 

10,992, 510 

3,962,780 

1,338,410 

456,500 

75 寄附金

80 繰入金

10 財産連用収： ]—— --
392,280 

15 財産売払収 64,220 

1,349,000 

10 
寄附金 -/-- ---• ―-9- --l-~----―- 1,349,000 

4,865,800 

10 
基金繰入：入合 ］ 4,678,200 

15 特別会計 187,600 

85 繰越金

10 

90 諸収入

10 
9 / ^ 

15 

繰越金

延滞金・加算金及び過料

市預金利子

20 貸付金元利収入
1----------

25 受託事業収入

30 

35 

収益事業収入

雑入

95 市債

10 市債

300,000 

300,000 

9,204,800 
、一—

196,290 
‘̂--一|

20 

2,760,010 
-------------------、_—へ？

594,400 
---

210,000 

5,444,080 

9,728,500 
-----

9,728,500 

歳 入 合 計 223,900,000 
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歳 出 （単位：千円）

款 項 金 額

10 議会費 984,500 
~‘‘~^/—~、

10 議会費 984,500 
-- ·―----~-----•ナ・9--~•一 ― ----------・-・ ---—---- -----~ --~------- --―’•一℃ ＇し~-、一… 99 - - ．．．m---←一一

15 総務費 15,540,700 

10 総務管理費 11,890,860 
, --•--,__ ＿,--~-- --.. -----------心一 、人--...---------- -•ユ9- ．心ー ・---------_＿-------

15 徴税費 1,654,700 
- --- ~ --- ~』.

20 戸籍住民基本台帳費 1,287,120 

25 選挙費 532,260 

30 統計調査費 49,100 
・し←ー・ a .-- • ~ -

35 監査委員費 126,660 
~ --•. a -~—"‘ 

20 民生費 103,707,800 
•---t -』••••~‘‘`”―•一

10 社会福祉費 39,073,800 

15 児童福祉費 47,070,980 

20 生活保護費 17,547,920 

25 災害救助費 15, 100 

25 衛生費 23,938,500 

10 保健衛生費 16,974,150 
ー、ヽ．．

15 清掃費 6,964,350 
-------- -----

30 労働費 186,400 
---- -------

10 労働諸費 186,400 
----- -- -~--- -—し -～． ―-~ヽー・‘’..

35 農林水産業費 495,800 
-----"-" --ヘ一、一― -----t----

10 農業費 392,760 
- ------~, 

15 林業費 82,700 
←心→一---’一し ●●●ー・一ゴー’――

20 水産業費 20,340 
--^ = ～-＿＿,―------------

40 商工費 4,326,600 
·------~-- ----------- ---------・-----

10 商工費 4,326,600 
--・--ヽ•』—~------------- -----、---------・--••一し一 —--9 - - . 

45 土木費 22,847,700 
t--·.-—- ---― ,·---------~-- --------—- •---—•—— ―—-•→—、 -・-----—ヘー，へ、. --·—-• 

10 上木管理費 726,040 
| -•__,.~------ --------――-.. ---―’--一 ー・- -------、＿ヽ•~------------- --ヽ--- —--：—し一•一--

15 道路橋りょう費 3,986,520 
. 、、-- -----・-・-・----•ヽー t ---―--‘‘ヽ.---—- -- - ． _ _- --- --~- -- -

20 河川費 1,861,400 
| - -S …-..---ヘ_＿＿＿--, -”------------—•---

25 港湾費 24,150 
--------~-‘—-- :．．::- - - -』--~9-r.= ---- -: -,~-- ^ 

30 都市計画費 15,283,350 

35 住宅費 966,240 
-- . ----』9- -ヽヽ•---- ・---・・― 

50 消防費 7,471,000< 
I ---―m ---- ---・̂―------9 aヘ---: --―--9,^ -

10 消防費 7,471,000 
ーーー・--:. .—•-- - -----9 9_、-9 _, →- ，．． - -- - - ---------，... -------~-------- --------

55 教育費 25,922,200 
I -―--・- -------•、---一 ー---い9人9ヽ・r,^---9..，.9----- ---——----—ヽー .. ------- ,ー---一9

10 教育総務費 5,968,170 
←..、、一---~--- ---------------·-·-ヽ—＂'――ヽ

15 小学校費 3,489,440 
I - -―-ヽ-----•--—―-----＾ウ—r 、·- -----—---•9—----------•___,,ヽ，、一 9 ---——-- -----

20 中学校費 2,227,970 
••r ••』~ ••- ---•..．ヽ• 9-—--•. --

25 高等学校費 1,357,070 
トー— ---．＿ -------—-------- -···,---------—-— —·—--——• 9→~ --—--—‘. -・ . - .—とい一—

30 特別支援学校費 192,170 
1 ・～・---—------—,--- ----—--••一—•-,―—--—...... -・ -----------•—-·-- ----・・....一

35 社会教育費 5,214,580 
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一般会計

款

40 
ユ

保健体育費

65 公債費

10 公債費

75 予備費

10 予備費
| l … 

（単位：千円）

金 額

7,472,800 
------------

18,178,800 

18, 178, 800 

300,000 

300,000 

歳 出 合 計 223,900,000 
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第 2表継続費

（単位：千円）

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年割額

15総務費 10 総務管理費 津 田 沼 連 絡 所 令和5年度 850 
12,411 

大規模改修事業 令和6年度 11,561 

45 上木費 30都市計画費 都 市 計 画 道 路 令和5年度 153,000 

3 • 4 • 2 7 号線 1,195,000 令和6年度 530,500 

橋りょう新設事業 令和7年度 511,500 

55教育費 35社会教育費 東 部 公 民 館 令和5年度 55,828 
815,009 

大規模改修事業 令和6年度 759,181 
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第 3表債務負担行為

事 項 期 間 限 度 額

外国人総合相談窓口業務委託料 令和 5年度～令和 8年度 48,600千円

職員健康診断業務委託料 令和 5年度～令和 7年度 126,614千円

情報システム関連更新賃借料 令和 5年 度 ～ 令 和 11年度 3,428,784千円

データエントリー業務委託料 令和5年度～令和 6年度 21,575千円

ICTコンサルティング業務委託料 令和 5年度～令和 7年度 75,900千円

上地家屋現況図システム導入業務
令和 5年度～令和 9年度 373,663千円

委託料

納税通知書等作成業務委託料 令和 5年度～令和 7年度 257,534千円

課税データエントリー業務委託料 令和 5年度～令和 6年度 6,300千円

障害者等住宅整備資金貸付 令和 5年度～令和 6年度 6,976千円

老人福祉施設整備費補助金 令和 5年度～令和 6年度 1,003,000千円

介護用品支給業務委託料 令和 5年度～令和 8年度 416,012千円

子ども・子育て支援事業計画等策定
令 和 5年度～令和 6年度 4,749千円

業務委託料

子ども医療費申請書類審査等及び
児章手当月例事務処理等業務委託 令和 5年度～令和 8年度 224,725千円
料

児童育成料納付書等発送業務委託
令和 5年度～令和 6年度 1,125千円

料

児童相談所建設工事費及び工事監
令和 5年度～令和 7年度 2,633,906千円

理・設計意図伝達業務委託料

住宅等災害復旧資金利子補給 令和 5年度～令和 12年度
借受残高に年3.0パーセント以内の
率を乗じた額
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事 項 期 間 限 度 額

西浦処理場運転管理業務委託料 令和 5年度～令和 8年度 193,941千円

農業後継者対策資金利子補給 令和 5年度～令和 10年度
貸付残高に年5.5パーセント以内の
率を乗じた額

農業近代化資金利子補給 令和 5年度～令和 25年度
融資残高に年3.0バーセント以内の
率を乗じた額

農業災害復旧資金利子補給 令和 5年度～令和 10年度
貸付残高に年3.0パーセント以内の
率を乗じた額

漁業近代化資金利子補給 令和 5年度～令和 8年度
貸付残高に年0.5パーセント以内の
率を乗じた額

船橋市中小企業融資規則に基づく

中小企業融資損失補填 令和5年度から償還完了まで
融資について、千葉県信用保証協会
が金融機関に対し代位弁済した元金
の2割以内に相当する額

舗装修繕及び道路排水整備費 令和 5年度～令和 6年度 190,000千円

運動公園体育館倉庫賃借料 令和 5年度～令和 10年度 15,120千円

公営住宅借上料 令和 5年度～令和 14年度 契約期間内における借上料

消防局庁舎建替工事設計業務委託
令和 5年度～令和 6年度 100,972千円

料

教育情報セキュリティ外部監査業務
令和 5年度～令和 8年度 11,540千円

委託料

プラネタリウム投映業務委託料 令和 5年度～令和 8年度 63,519千円

学校 ICT支援業務委託料 令和 5年度～令和 7年度 337,815千円

外国語指導助手派遣業務委託料 令和 5年度～令和 7年度 570,445千円

豊富小学校スクールバス運行業務
令和 5年度～令和 7年度 17,768千円

委託料

海神中学校校舎改築工事設計業務
令和 5年度～令和 6年度 96,943千円

委託料
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事 項 期 間 限 度 額

市民文化ホール・中央公民館改修
令和 5年度～令和 6年度 36,200千円

工事実施設計業務委託料

学校ネットパトロール業務委託料 令和 5年度～令和 8年度 3,549千円

小・中学校給食調理業務委託料（船
令和 5年度～令和 8年度 1,209,769千円

橋小学校ほか15校）

都市計画事業用地等買収費
令和 5年度～令和 9年度 元金808,590千円に利息を加えた額

（千菓県地方土地開発公社分）

千葉県地方士地開発公社が船橋市
千菓県地方士地開発公社事業に対

令和 5年度～令和 9年度
の債務負担行為に基づく事業資金と

する損失補償 して、融資機関から借り受けた元金
及び利子並びに遅延利息の合計額
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第4表地方債

（単位：千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法

庁 舎 改 修 事 業 15,000 

防災施設整備事業 34,400 
5.0％以内（た

国家公務員宿舎跡地整備事業 8,100 
だし、利率見直
し方式で借り入 公的資金については、

普通貸借又
れる資金につ その融資条件による。

障 害 者 福 祉施設建設事業 150,000 いて、利率の見 銀行その他の資金に
は証券発行

直しを行った後 ついては、債権者と協

老人福祉施設建設事業 123,800 においては、当 定する。
該見直し後の
利率）

児 童福 祉施設建設事業 181,900 

保 ギ目 所 建 舌μ几又 事 業 220,100 

災害弔慰金の支給等

災害援護資金貸付事業 2,500 普通貸借 無利子
に関する法律（昭和48
年法律第82号）に定
めるところによる。

保 健セ ンター建設事業 45,400 

リハビリテーション病院建設事業 105,500 

動物愛護指導センター整備事業 3,900 

弐iク 療 所 建 云氏几又 事 業 23,500 

ご み 運 搬車整備事業 46,800 

し尿処理施設整備事業 29,100 
5.0％以内（た

道 路 整 備 事 業 1,056,800 
だし、利率見直
し方式で借り入 公的資金については、

普通貸借又
れる資金につ その融資条件による。

交通安全施設整備事業 150,800 いて、利率の見 銀行その他の資金に
は証券発行

直しを行った後 ついては、債権者と協

橋 り よ う 整備 事 業 187,100 においては、当 定する。
該見直し後の
利率）

河 JI I 整 備 事 業 896,000 

港 湾 整 備 事 業 19,300 

士地区画 整 理 事 業 1,345,600 

街 路 整 備 事 業 319,000 

公 園 束平 備 事 業 551,400 

本町駐車場 整 備 事 業 186,000 
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（単位：千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償遠の方法

東葉高速線請願駅整備事業 92,000 

公営住宅ストック総合改善事業 99,300 

急傾斜地崩壊対策事業 8,700 

消防施設 整 備 事 業 1,152,900 

小 呂子 校 建 設 事 業 236,500 

中 呂子 校 建 設 事 業 130,900 

高等学校 建 設 事 業 169,800 
5.0％以内（た

公 民 館 建 設 事 業 201,700 
だし、利率見直
し方式で借り入 公的資金については、

普通貸借又
れる資金につ その融資条件による。

図 書 館 建 設 事 業 136,500 は証券発行
いて、利率の見 銀行その他の資金に
直しを行った後 ついては、債権者と協

市民文化ホー ル整備事業 5,700 
においては、当 定する。
該見直し後の
利率）

市民ギャラリ ー整備事業 23,500 

茶 華 道 セ ンター整備事業 8,500 

文 化 財 保 存 事 業 11,500 

運動広場整備事業 12,300 

運動公園整備事業 219,900 

武道センター整備事業 16,800 

臨 時 財 政 対 策 1,500,000 

計 9,728,500 
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議案第 2号

令和 5年度船橋市国民健康保険事業特別会計予算

令和 5年度船橋市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 51, 914,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、 「第 1表 歳入歳出予算」に

よる。

（債務負担行為）

第 2条 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 21 4条の規定により債務を負担する

行為をすることができる事項、期間及び限度額は、 「第 2表 債務負担行為」による。

（歳出予算の流用）

第 3条 地方自治法第 22 0条第 2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経贄の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合に

おける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

(2) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内での

これらの経費の各項の間の流用。

令和 5年 2月 14日提出

船橋市長 松戸 徹
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第 1表歳入歳出予算

歳

項 金

10 

15 

25 

→ 叔

国民健康保険料

国庫支出金

県支出金

33 財産収入

繰入金

10 国民健康保険料

15 国庫補助金

10 

10 

県補助金

財産運用収入

35 

10 ～ー 他会計繰入金

15 基金繰入金

40 繰越金

10 繰越金

45 諸収入

10 延滞金・加算金及び過料
---、----~-··· 
25 一部負担金

30 雑入

（単位：千円）

額

10,825,000 
- - r～ ← 

10,825,000 

19,700 

19,700 

35,401,000 
~ --^へ-

35,401,000 

100 

100 

5,513,800 

5,372,800 

141,000 

100 

100 

154,300 

85,150 

10 

69,140 

歳 入 合 計 51,914,000 
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国民健康保険事業特別会計

歳 出

款

総務費

項 金

10 

（単位：千円）

額

866,900 

」° 総務管埋費 --1- ---~--------- 戸 160 -
15 徴収費 240,740 

15 保険給付費

0

5

7

 

ー

1

1

療養諸費

高額療養費

移送費

20 出産育児諸費

25 葬祭諸費

34,844,000 

30, 353, 180 

4,296,900 

350 

150,070 

36,000 

--~ 

| 

30 傷病手当金
l ~--- - -~』．＾い- --- I - ~、/-

21 国民健康保険事業費納付

金

7,500 

15,525,700 

10 

15 

20 

医療給付費分

後期高齢者支援金等分

介護納付金分

10,165,860 

3,952,510 

1,407,330 

25 共同事業拠出金

10 共同事業拠出金

30 保健事業費

100 

100 

489,600 

10 保健事業費 15,950 

玉ー 特定健康診査等事業費---t- ，- - - --473,650 
|,  - •--- 1 --- 9 ----- - -9- -

35 諸支出金

10 償還金及び還付加算金
卜

40 予備費

87,700 

87,700 

100,000 

I ---
10 予備費 100.000 

-→-- --~----—---|- --------―---- --＿__,̂ --

歳 出 合 計 51,914,000 
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第 2表債務負担行為

事 項 期 間 限 度 額

国民健康保険被保険者証作成業務
令 和 5年度～令和 6年度 498千円

委託料

国民健康保険短期被保険者証更新
令 和 5年度～令和 6年度 383千円

通知書等作成業務委託糾

国民健康保険料催告書作成業務委
令 和5年度～令和 6年度 416千円

託料
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議案第 3号

令和 5年度船橋市公共用地先行取得事業特別会計予算

令和 5年度船橋市の公共用地先行取得事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 184,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、 「第 1表 歳入歳出予算」に

よる。

令和 5年 2月 14日提出

船橋市長 松戸 徹
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第 1表歳入歳出予算

歳 入 （単位：千円）

款 項 金 額

10 繰入金 184,000 
I--•---- -----

』--—-―•----------------_～マ•--', ~----- - -

lo 繰入金 184,000 
---~•:._, -• --9 』9.～ ヽ•-～ 』ー・ •一—~•-~-、- -J~., 

歳 入 合 計 184,000 
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公共用地先行取得事業特別会計

歳

出

款 項 金 額

15 公債費 182,800 
＇ 

＇．~・~ ~ ， 
9- - -，-•一•------

10 公債費 182,800 
9 ~ ~ ^~.. ~-· .,．r---- - 9. 』•• ヤー"-- ~----

17 諸支出金 1,200 
---.. ------・-・"・--・-- .. :.--•, -- ~ヽ

10 繰出金 1,200 
ー・----- -9…" | -----よ,．ー-----~--- r----- ---—-•』←r" ---9S 9 ~‘ 

/ 

歳 出 合 計 184,000 

（単位：千円）
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識案第 4号

令和 5年度船橋市船橋駅南口市街地再開発事業特別会計予算

令和 5年度船橋市の船橋駅南口市街地再開発事業特別会計の予算は、次に定めるところ

による。

（歳入歳出予算）

第 1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 682,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、 「第 1表 歳入歳出予算」に

よる。

令和5年 2月 14日提出

船橋市長 松戸 徹
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第 1表歳入歳出予算

歳

項 金

（三：千円）

額

20 

合叔
財産収入

繰入金

562,190 
I ---—- --～  - ＾^← ～ー一 ―-- 1 : -‘”へ 9̂

05 財産運用収入

25 

10 繰入金

30 繰越金

562,190 

58,000 

58,000 
ー9 -~’^9炒一 i ▼̂- ---- -～ -9 - -- •一一—

10 

10 

35 諸収入

15 

繰越金

雑入
トー 、~“ - --- .---—--- -

10 

61,800 

61,800 

歳 入 合 計 682,000 
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船橋駅南口市街地再開発事業特別会計

歳 出 （単位：千円）

款 項 金 額

10 再開発事業費 295,900 
-,_  ＿_ -m --．ー ー・・F ~ •ヽ

15 事業費 295,200 
～ 、 一 ----.--‘―- ---"-•--- 一ユ—し～～一一― 99

15 公債費 385,800 
．．＂ ←^ -ー•←9 -r -- -------- -- 99 

10 公債費 385,800 
-~ /• -・'＂ • 9 .ヽ..-- -- 9ヽ- ~ 

20 予備費 1,000 
^- - ~ヽ - ， -‘― し口～

10 予備費 1,000 
_＿-9-^-t,-～~ - -9, ．一9---ヘ-~ ●^ 

歳 出 合 計 682,000 
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議案第 5号

令和 5年度船橋市介護保険事業特別会計予算

令和 5年度船橋市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 47, 224, 000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、 「第 1表 歳入歳出予算」に

よる。

（債務負担行為）

第 2条 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 21 4条の規定により債務を負担する

行為をすることができる事項、期間及び限度額は、 「第 2表 債務負担行為」による。

（歳出予算の流用）

第 3条 地方自治法第 22 0条第 2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合に

おける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

(2) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内での

これらの経費の各項の間の流用。

令和 5年 2月 14日提出

船橋市長 松戸 徹
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第 1表歳入歳出予算

歳 入 （単位：千円）

款 項 金 額

10 介護保険料 9,786,500 

10 介護保険料 9,786,500 
ー ・ヽヽ •tヽヘ • -～- -----，．． ＇ー. ----・.----

15 国庫支出金 10,523,400 
.., -- --·・ー._,一●ヽ— • 

10 国庫負担金 8,073,530 
--~---·----- --＿→9- --------- -•: -- --- --．．．^ -

15 国庫補助金 2,449,870 
し・

20 支払基金交付金 12,348,800 
＇ 
10 支払基金交付金 12,348,800 

I—--~-----~----—- -̂ ---9- ヽ~

25 県支出金 6,527,800 
ゥ^ヽ ・` 

10 県負担金 6,316,830 

20 県補助金 210, 970 
r-----し----”--- a---～ ~~^ -, ＿ -- ・ --T7.  --

30 財産収入 3,000 

10 財産運用収入 3,000 

△ 財産売払収入

゜.-. ` ~ ＂ -a~ ～ 

40 繰入金 7,981,600 
, --

r 10 他会計繰入金 7,363,120 

15 基金繰入金 618,480 
、、/~

50 諸収入 52,900 

10 延滞金・加算金及び過料 790 

15 市預金利子 10 

20 受託事業収入 1,200 

25 雑入 50,900 
トー •-

戚r← 入 合 計 47,224,000 
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介護保険事業特別会計

歳 出
＿
款 項 金

10 総務費

（単位：千円）

額

1,089,800 

10 総務管理費 673,260 

I<豆 徴収費― —------ -―|----~-- 32,370 

20 介護認定審査会費

15 保険給付費

384,170 

44,282,100 

0

5

7

 

l

l

1

 

介護サービス等諸費

高額介護サービス等費

42,184,300 

1,187,400 

20 

25 

高額医療合算介護サービ 1 181,000 

ス等費
特別給付費 —-~9---

-~’  

4,000 

22 地域支援事業費

11 

特定入所者介護サービス

等費

介護予防•生活支援サー

725,400 

1,642,200 

1,399,880 

ビス事業費

12 一般介護予防事菜費―--lーヘ ― -- 72,800 

15 

20 

包括的支援事業・任意事

業費

その他諸費

30 基金積立金

10 基金積立金

35 諸支出金

166, 100 

40 予備費

10 償還金及び還付加算金

20 災害臨時特例利用者負担

額軽減支援費

25 繰出金

10 予備費

3,420 

3,000 

3,000 

196,900 

19,100 

2,000 

175,800 

10,000 

10,000 

歳 出 合 計 47,224,000 
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第 2表債務負担行為

事 項 期 間 限 度 額

介護保険料納入通知書等作成業務
令 和 5年度～令和8年度 41,250千円

委託料

介護保険システム更新賃借料 令 和 5年度～令和 7年度 23,760千円
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議案第 6号

令和 5年度船橋市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算

令和 5年度船橋市の固子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。

（歳入歳出予算）

第 1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 111,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、 「第 1表 歳入歳出予算」に

よる。

令和 5年 2月 14日提出

船橋市長 松戸 徹
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第 1表歳入歳出予算

歳 入
＿
款 項 金

（単位：千円）

額

10 繰入金

繰越釜

諸収入

10 繰入金

1, 100 

1, 100 

20 

10 繰越金

30 

64,600 

64,600 

45,300 

10 直付傘元[!収入 --- 1 、- -- -］巴950
30 雑入 1,350 

歳 入 合 計 111, 000 
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母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

歳 出 （単位：千円）

款 項 金 額

10 母子父子寡婦福祉資金貸 46,800 

付事業費
-S —•r.T →~ t - - -• --ー～ヽ•---—--―----’__---T -- - a し ,．` -、---～—,．．．-、-

10 母子父子寡婦福祉資金貸 46,800 

付事業費
—~‘‘~ - ~/ . : -、．．．．． 999 ----̂』9m- - -- --• •---9ー・ ・』—

15 公債費 23,000 
一― ------一----------------·ヽ•:—•-、. --』―-•ー＇＾

10 公債費 23,000 
_ ~ ---t—-, •.,.- ．． I -~  •ャー・ー•一--

20 諸支出金 10,600 

繰出金10 10,600 
-.~ ~•一"-.- -~-

25 予備費 30,600 

10 予備費 30,600 
→ヽ一

威9ヤ 出 合 計 111, 000 
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議案第 7号

令和 5年度船橋市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 5年度船橋市の後期晶齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 9, 148, 000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、 「第 1表 歳入歳出予算」に

よる。

（債務負担行為）

第 2条 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 21 4条の規定により債務を負担する

行為をすることができる事項、期間及び限度額は、 「第 2表 債務負担行為」による。

令和 5年 2月 14日提出

船橋市長 松戸 徹
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第 1表歳入歳出予算

歳 入 （単位：千円）

款 項 金 額

10 後期高齢者医療保険料 7,700,800 

10 後期高齢者医療保険料 7,700,800 
|—~ , - ---・-----

15 使用料及び手数料 100 
, -•ヽ～——~• ~ ~ - -

10 手数料 100 
—• -~‘r  ←•一、 .，―’ ？̂ヽー ···-·-·-·、~ -- -- ---- .:、---～・ロー・心•‘ -

20 繰入金 1,410,500 
---．～’ ~t 

10 他会計繰入金 1,410,500 
I----·—--- -—--- --•----，． 

25 繰越金 100 

10 繰越金 100 
---~．ー，....-, ・ ~9 - ～9.ロ‘" •~ 

30 諸収入 36,500 
＇ 
10 延滞金・加算金及び過料 1,510 

~9 

15 償還金及び還付加算金 25,500 

22 受託事業収入 9,420 

25 雑入 70 
,—マ 9~―

戚9F 入 合 計 9,148,000 
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後期高齢者医療事業特別会計

歳 出 （単位：千円）

款 項 金 額

10 総務費 165,800 
一~ ー': --.^-- - - ~ -

10 総務管理費 140,620 
~^”~ ^ l --~—---

15 徴収費 25, 180 
/— • s -,．、: 9 99 -．, ~ 

15 後期高齢者医療広域連合 8,946,700 

納付金

10 後期高齢者医療広域連合 8,946,700 

納付金
------・ ., ----------．、ヽ．、一

20 諸支出金 25,500 

10 償還金及び還付加算金 25,500 
~ヽ ~ ~ ＂ ---い--～•”.＇←-•9-～-F--”' 

25 予備費 10,000 
-^ s.、、• t.’一』，．～

10 予備費 10,000 
~ヽ~ ← ---'-a ~• ~、~―

歳 出 合 計 9,148,000 
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第2表債務負担行為

事 項 期 間 限 度 額

後期高齢者医療保険料納入通知書
令和 5年度～令和 6年度 356千円

等作成業務委託料
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議案第8 号

令和 5年度船橋市地方卸売市場事業会計予算

（総則）

第 1条 令 和 5年度船橋市地方卸売市場事業会計の予算は、次に定めるところによ

る。

（業務の予定量）

第 2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 市場取扱量

ア水産物

イ青果物

（収益的収入及び支出）

第 3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第 1款 市場事業収益

第 1項営業収益

第2項 営業外収益

第 3項特別利益

ン

ン

ト

ト
6

3

 

5

6

 

9

8

 

9

9

 

0

2

 

1

6

 

円

円

円

円

千

千

千

千

0

5

5

0

 

0

4

5

0

 

0

1

7

1

 

9

9

9

 

1

6

4

 

8

9

8

 

9

6

2

 

支出

第 1款 市場事業費用

第 1項営業費用

第 2項営業外費用

第 3項特別損失

第 4項予備費

（資本的収入及び支出）

第 4条 資本 的 収 入 及 び 支 出 の 予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額 313, 507千円は、減債積立金 9, 9 6 9千円、

過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 16, 3 2 0千円及び過年度分

円

円

千

千
0

6

 

0

4

 

0

3

 

9

9

 

1

3

 

8

6

 

9

9

 
12,554 千円

1 0 0 千円

5, 0 0 0 千円

損益勘定留保資金 28 7, 2 1 8千円で補填するものとする。）。

収 入

第 1款 資本的収入 282,493 千円

第 1項 企 業 債 2 3 7, 0 0 0 千円

第 2項 出 資 金 1 7, 3 0 0 千円

第 3項 補 助 金 2 8, 1 9 3 千円
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支 出

第 1款 資本的支出 596,000 千円

第 1項 建設改良費 549,313 千円

第 2項 企業債償還金 4 6, 6 8 7 千円

（企業債）

第 5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと

定める。

（単位：千円）

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

5. 0%以内（ただ
し、利率見直し 公的資金について
方式で借り入れ は、その融資条件

地方卸売市場
237,000 

普通貸借又 る資金につい による。銀行その
整備事業 は証券発行 て、利率の見直 他の資金について

しを行った後に は、債権者と協定
おいては、当該 する。
見直し後の利率）

（一時借入金）

第 6条 一時借入金の限度額は、 100,000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第 7条 予定 支 出 の 各 項 の 経 費 の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。

(1) 営業 費 用 と 営 業 外 費 用 の間

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額 に

流 用 し 、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

経なければならない。

(1) 職員給与費 162,252 千円

（他会計からの補助金）

第 9条 人件費等（課税仕入れ以外の支出）の助成を受けるため、一般会計からこ

の会計へ補助を受ける金額は、 22 6, 0 0 0千円である。

令和 5年 2月 14日提出

船橋市長 松戸 徹
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議案第 9号

令和 5年度船橋市病院事業会計予算

（総則）

第 1条 令和 5年度船橋市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 病 床 数

(2) 年 間 患 者 数

入 、へ院

外 来

(3) 1 日 平均患者数

入 院

外 来

（収益的収入及び支出）

第 3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収、入

第 1款病 院事業収益

第 1項医業 収益

第 2項

第 3項

医業外収益

特 別利益

支

449床

135,200人

235,995人

3 6 9人

9 5 7人

20,010,000千円

17,860,100千円

2,063,400千円

86,500千円

出

第 1款

第 1項

病 院事業費用

医業費

第 2項医業 外 費

第 3項特 月lJ 損

第 4項予

（資本的収入及び支出）

第 4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対

し不足する額 879, 000千円は、減債積立金448, 300千円及び過年度分損益勘定留保

資金430, 700千円で補填するものとする。）。

備

用

用

失

費

20,010,000千円

19,720,000千円

158,000千円

102,000千円

30,000千円
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収 入

第 1款 資 本 的 収 入 7,221,000千円

第 1項 企 業 債 6,694,500千円

第 2項 負 担 金 500,000千円

第 3項 固定資産売却代金 26,500千円

支 出

第 1款 資 本 的 支 出 8,100,000千円

第 1項 建 設 改 良 費 7,151,700千円

第 2項 企 業 債 償 還 金 948,300千円

（債務負担行為）

第 5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

（単位：千円）

事 項 期 間 限 度 額

院 内 保 云目 所
令和 5年度～令和 8年度 143,550 

保育業務委託料

院 内 保 コ目 所
令和 5年度～令和 8年度 43,362 

給食業務委託料

入院患者の食事提供業務
令和 5年度～令和 8年度 388,080 

委託料（管理費）

ベッド センター
令和 5年度～令和 8年度 ~7,620 

業 rマヵタ 委 託 料

物流セ ン 夕
令和 5年度～令和 8年度 183,150 

業 務 委 託 料

中央材 料 室 等 管 理
令和 5年度～令和 8年度 193,644 

業 務 委 託 料

院 外 洗 濯
令和 5年度～令和 8年度 139,194 

業 花マタヵ 委 託 料

医 事 硲目 理
令和 5年度～令和 8年度 658,614 

業 務 委 託 料

病棟看護事務補助者
令和 5年度～令和 6年度 6,282 

派遣業務委託料
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（単位：千円）

事 項 期 間 限 度 額

寝具類及び病衣等賃借料 令和 5年度～令和 8年度 141,980 

新病院開院支援
令和5年度～令和 9年度 150,100 

業 Tマ力タ： 委 託 料

（企業債）

第 6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

（単位：千円）

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

医療機器
211,900 5. 0％以内（ただし、

公的資金については、整備事業
利率見直し方式で借り

その融資条件による。
普通貸借又 入れる資金について、

銀行その他の資金につ
は証券発行 利率の見直しを行った

いては、債権者と協定
後においては、当該見

する。新 病 院 6,482,600 直し後の利率）
整備事業

計 6,694,500 

（一時借入金）

第 7条 一時借入金の限度額は、 400, 000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第 8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 医業費用と医業外費用の間

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそ

れ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 9,900,030千円

(2) 交 際 費 2 5 0千円

（たな卸資産購入限度額）

第 10条 たな卸資産の購入限度額は、 5, 545, 330千円と定める。
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（重要な資産の取得）

第 11条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

種類 名 称 数量

士 地 新病院建設用地 42,800可

核医学診断装置 1式

放射線治療計画装懺 1式

器械備品 手術用顕微鏡 1式

超音波画像診断装置 1式

三次元マッピングシステム l式

ソフトウェア 放射線治療情報管理システム 1式

令和 5年2月 14日提出

船橋市長 松戸徹
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議案第 10号

令和5年度船橋市下水道事業会計予算

（総則）

第 1条 令和 5年度船橋市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 処 理区域内人口

(2) 

(3) 

年間有収水量

主要な建設改良事業

管渠整備事業

処 理 場 整 備 事 業

（収益的収入及び支出）

588,943人

55,595,571rrf 

5,427,551千円

2,813,490千円

第 3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第 1款 下水道事業収益 17,413,382千円

第 1項 呂呂 業 収 益 11,775,809千円

第2項 営 業 外 収 益 5,637,473千円

第 3項 特 別 利 益 1 0 0千円

支 出

第 1款 下水道事業費用 17,165,237千円

第 1項 営 業 費 用 15,450,323千円

第 2項 営 業 外 費 用 1,664,814千円

第 3項 特 別 損 失 1 0 0千円

第 4項 予 備 費 50,000千円

（資本的収入及び支出）

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額

に対し不足する額6, 801, 272千円は、減債積立金492, 837千円、過年度分消費

税及び地方消費税資本的収支調整額 257, 322千円及び当年度分損益勘定留保資金 6, 0 

5 1, 1 1 3千円で補填するものとする。）。
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収 入

第 1款 資 本 的 収 入 12,543,888千円

第 1項 企 業 債 6,855,300千円

第 2項 出 資 金 2,263,823千円

第 3項 補 助 ノ並 2,662,653千円

第4項 負 担 金 7 3 7, 3 7 8千円

第 5項 貸 付 金 償 還 金 23,734千円

第 6項 その他資本的収入 1,000千円

支 出

第 1款 資 本 的 支 出 19,345,160千円

第 1項 建 設 改 良 費 9,507,930千円

第 2項 企 業 債 償 還 金 9,761,130千円

第 3項 貸-、．、 付 金 26,100千円

第4項 予 備 費 50,000千円

（継続費）

第 5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

（単位：千円）

款 項 事業名 総額 年度 年割額

1 資本的 1 建設
宮本ポンプ場 令和 5年度 127,800 

支出 改良費
遠方監視制御 357,709 
設備更新事業 令和 6年度 229,909 

西浦下水 令和 5年度 108,000 
処 理場 消化 458,315 
設備更新事業 令和 6年度 350,315 

高瀬下 水 令和 5年度 45,480 
処理場消毒 127,743 
設備更新事業 令和 6年度 82,263 

（債務負担行為）

第 6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

（単位：千円）

事 項 期 間 限 度 額

高瀬下水処理場
令和 5年度～令和 8年度

運転管理業務委託料
1,277,463 

水道料金システム
令和 5年度～令和 9年度

機器更新負 担金
69,820 
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（単位：千円）

事 項 期 間 限 度 額

受益者負担金システム
令和 5年度～令和 6年度 3,703 

運用管理業務委託料

応目 渠 布 設 等
令和 5年度～令和 6年度 369,000 

畝声 備 費

公 営 企 業 ム 計
令和 5年度～令和 11年度 100, 104 コ

シ ス テ ム 更新費

（企業債）

第 7条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

（単位：千円）

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

5.0％以内

（ただし、利
率見直し方式 公的資金については、
で借り入れる

その融資条件による。
下水 道事業' 6,855,300 

普通貸借又 資金につい
銀行その他の資金につ

は証券発行 て、利率の見
いては、債権者と協定

直しを行った
する。

後において
は、当該見直
し後の利率）

（一時借入金）

第 8条 一時借入金の限度額は、 5, 000, 000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第 9条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用と営業外費用の間

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 10条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又は

それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 8 1 1, 2 5 9千円

（他会計からの補助金）

第 11条 下水道事業運営のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、 726, 770 

千円である。

令和 5年 2月 14日提出

船橋市長 松戸徹
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議案第 11号

令和 4年度船橋市一般会計補正予算

令和 4年度船橋市の一般会計の補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 4, 323,663千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 25 2, 0 4 6, 0 4 9千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、 「第 1表 歳入歳出予算補正」による。

（継続費の補正）

第 2条継続費の変更は、 「第 2表継続費補正」による。

（繰越明許費の補正）

第 3条 繰越明許費の追加は、 「第 3表 繰越明許費補正」による。

（地方債の補正）

第 4条 地方債の追加及び変更は、 「第 4表 地方債補正」による。

令和 5年 2月 14日提出

船橋市長 松戸 徹
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第 1表歳入歳出予算補正

歳 入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額`～ 計

50 分担金及び負担金 1,401,100 16,000 1,417,100 
:—-- ～ 
10 負担金 1, 401, 100 16,000 1,417,100 

．．~一 i----------•一r-＿，_----- - ,… ..、:9 --^ - 』
60 国庫支出金 55,685,576 432,821 56,118,397 

］ 
-、 W~▲ / •9.-- -::．＿,．--

15 国庫補助金 17,046,803 432,821 17,479,624 
-.— 9 9 -_．』.．--し- ”~••-

70 財産収入 4,514,800 260,340 4,775,140 
I -＝ -~ --•一～↓~---•'t-

~. :- -~ 

15 財産売払収入 4,138,230 260,340 4,398,570 
'--‘ー ・―— ー・——

9 -

80 繰入金 6,241,588 1,823,857 8,065,445 
-- ‘~ 

10 基金繰入金 6,. 241, 588 1,823,857 8,065,445 
. ・・- ~-. ~』 t t---t•Jヽーで 9 ..し~-～～ —•-

90 諸収入 9,305,654 3,945 9,309,599 
, ：ー・—•9~—----~~ - 、

35 雑入 5,677,334 3,945 5,681,279 
・~ ー・-------~-,．し•- , ～一9-- ----～-t~ ～…- -..-

＇ 
95 市債 11,699,000 1,786,700 13,485,700 

'/-～ - - /“~ 

10 市債 11,699,000 1,786,700 13,485,700 
＇ 

--~ 

r’ 

歳 入 合 計 247,722,386 4,323,663 252,046,049 
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一般会計

歳 出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

10 議会費 976,000 △3,000 ---------9-73,000 
'~ 

10 議会費 976,000 △3,000 973,000 

| 
—~ // 

15 総務費 20,747,560 2,238,007 22,985,567 
ヽ•r, - - - -~ー・ヽ'" ----------』-.:—~ 

10 総務管理費 17, 114, 930 2,242,007 19,356,937 
-~- ．． 』 一ヽ 、．． 

20 戸籍住民基本台帳 1,430,870 △2,000 1,428,870 

費
|~、--~--—---.--、--

30 統計調査費 40,830 △1,000 39,830 
... 9/ 、、一9 ―- -ヽ●ー

35 監査委員費 126,930 △1,000 125,930 -T―-- ---
--~~-----一-- 9m t.  

20 民生費 106,566,583 185,155 106,751,738 
-”  

10 社会福祉費 42,104,640 93,835 42,198,475 
i~-- -- ^――ヽ＿

15 児童福祉費 46,890,403 102,320 46,992,723 
”/~ - ~-~＇ ~～ヘー一～ 9F -9 ~ --．  

20 生活保護費 17,556,230 △11,000 17,545,230 

| 
I ---~--～9 9 t- ”-

25 衛生費 38,555,717 △95,186 38,460,531 
”̀ . ・・~・ f------`―- 、:

10 保健衛生費 31,521,667 △77,186 31,444,481 
―’―ゴー← ゴー 9•9 ~-- --

15 清掃費 7,034,050 △18,000 7,016,050 
|――‘_、-―-- " 

30 労働費 270,121 2,080 272,201 
------------．』一 9 9- -

10 労働諸費 270,121 2,080 272,201 

I 
~,‘―. - --•--,_, - 9 9 -..  ＾ _ 

35 農林水産業費 854,050 △20,000 834,050 
ー・ ~し -9 -- -- ----＝ 9 r ~ ----・・・・-

1105 林農業業費費
620,420 △19,000 601,420 

~~ / 

76,530 △1,000 75,530 

40 商工費 6,153,332 △18,000 6,135,332 

10 商工費 6,153,332 △18,000 6,135,332 

I J-―---^" ----
~ヽ

45 土木費 21,306,230 626,149 21,932,379 
・・--・・・-・・ ー・・------

10 士木管理費 787,630 △12,000 775,630 
---- --~---- ----,.--~---

15 道路橋りょう費 4,216,000 100,000 4,316,000 
-- ~マ ---- / -、-----

20 河川費 1,695, llO 464,895 2,160,005 
～ヽ ー•9-" r̂., —--—---—• •____ ___:_ ____ ヘ-‘ 』ー--~ - -

30 都市計画費 13,587,590 77,254 13,664,844 
--------------．し、 ----

35 住宅費 967,260 △4,000 963,260 

I 
------.・------- —~~ - ー、ウ

50 消防費 6,704,480 △150,000 6,554,480 
_ -: --― ・ヽて―-‘― ----—•• t,---

~• •t ~•一
-----~-~---

10 消防費 6,704,480 △150,000 6,554,480 

| ～ ---- ”̂̀  -

--—-人--------'----

55 教育費 25, 502, 113 1,558,458 27,060,571 
ーし—,_ - ．． -, ． : --- '----- -"  -s 

10 教育総務費 5,913,829 △8,055 5,905,774 
••—^—------ -—- -•—~ --‘―‘" ---

15 小学校費 3,589,930 711, 776 4,301,706 
"F - --- -9 -- -:―’ •-- 9- - .. ----

20 中学校費 2, 095, 110 576, 611 2,671,721 
ー・ ～ 9•- - ．し•一 ー ←―- -——’—------ ---- ~‘’ 

25 高等学校費 1,396,797 △28,000 1,368,797 
-------~-- '------・----------—------—,—- ..、------------------

30 特別支:援：学:校J_費 ' ー□188,130 i □予28,748 i 216,878 

4350 保社会健 57,, 114753,, 0301^ 70^ ,, 24536 9 

歳 出 合 計 247,722,386 4,323,663 252,046,049 
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第 2表継続費補正

（変更）

‘’ 
• 9 9 → / 

補 正 月ヽ 9 IJ 補 正 後
款 項 事業名

総 額 年 度 年割額 総 額 年 度 年割額

45士木費 15道路橋
JR南船橋駅

令和3年度 264,000 令和3年度 264,000 

りょう費
南口道路及び

919,000 令和4年度 389,000 829,000 令和4年度 448,000 
電線共同溝
整備事業

令和5年度 266,000 令和5年度 117,000 
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第 3表繰越明許費補正

（追加）

＇` 

款 項 事 業 名 総 頷

15総 務 費 10総務管理費 防 災 推 進 事 業 13,897 

20民 生 費 10社会福祉費 介 護 給 付 事 業 1,124 

老人福祉施設整備費等補助事業 48,000 

ケア・リハビリセンター整備事業 11,823 

15児童福祉費 認可外保育施設事業 18,900 

心身障害児援護施設運営費補助事業 25,380 

放課後児童クラブ事業 900 

認定こども園運営費補助事業 6,520 

小 規 模 保 云目 事 業 15,880 
~ ・ 

簡易マザーズホーム管理運営事業 360 

保育所運営費補助事業 41,380 

25衛 生 費 10保健衛生費 ケア・リハビリセンター整備事業 2,203 

45土 木 費 15道路橋りょう 費 道 路 炉目 理 事 業 6,000 

道 路 維 持 補 修 事 業 343,663 

道 路 新 設 改 良 事 業 250,274 

橋 り よ う 維 持 事 業 163,588 

交通安全施設整備事業 259,159 

20河 JI I 費 準 用 河 JI I 整 備 事 業 560,462 

普 通 河 ) I I 束工 備 事 業 114,600 

排 水 機 場 束平 備 事 業 122,699 

排 水 路 束平父 備 事 業 10,604 

雨水流出抑制対策事業 106,000 

排 水 機 場 姑目 理 事 業 49,159 

排 水 路 硲目 理 事 業 46,400 

護 岸 敵平 備 事 業 7,000 

25港 湾 費 港 湾 整 備 費 負 担 金 44,125 

30都市計画費 地域づくり促進事業 154,589 

都市計画総務諸経費 2,500 

飯山満地区士地区画整理事業 419,082 



－10－

款 項 事 業 名 総 額

45士 木 費 30都市計画費 海老川上流地区士地区画整理事業 490,300 

都 市計画道路整備事業 696,410 

既 設 公 園 整 備 事 業 27,011 

35住 宅 費 急傾斜地崩壊対策事業 41,300 

55教 ギ目 費 10教育総務費 教 六目 課 程 指 導 事 業 3,945 

15小 巫子 校 費 校 舎 整 備 事 業 302,665 

体 コ目 館 整 備 事 業 178,984 

設 備 機 器 改 修 事 業 173,998 

その他学校施設整備事業 56,129 

20 中 呂子 校 費 校 舎 束ュ 備 事 業 212,451 

体 云目 館 整 備 事 業 34,500 

孟以几 備 機 器 改 修 事 業 101,406 

その他学校施設整備事業 230,254 

30特別支援学校費 施 設 整 備 事 業 28,748 
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第4表地方債補正

（追加）

‘’ -''...， 
て

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法

特別支援学校建設事業 20,000 
5.0％以内（ただし、利率

公的資金については、
見直し方式で借り入れ

普通貸借又 る資金について、利率
その融資条件による。

は証券発行 の見直しを行った後に
銀行その他の資金につ

公立学校施設災害復旧事業 100 おいては、当該見直し
いては、債権者と協定

後の利率）
する。

（変更）

＇` 
.. -

限 度 額
起債の目的

補正前の額 補 正 額 計

保育所建設事業 182,000 46,900 228,900 

看護専門学校建設事業 6,300 500 6,800 

勤労市民センター整備事業 43,500 4,900 48,400 

交通安全施設整備事業 480,800 277,400 758,200 

橋りょう整備事業 208,500 36,000 244,500 

河 JI I 束平父 備 事 業 606,700 392,800 999,500 

街 路 畝早 備 事 業 424,300 50,300 474,600 

本町駐車場整備事業 78,800 26,200 105,000 

小学校建設事業 191,800 495,100 686,900 

中学校建設事業 154,100" 436,500 590,600 

‘’ -.'...， 

限 度 額

起 債 全 体 計
補正前の額 補 正 額 計

11,699,000 1,786,700 13,485,700 
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議案第 12号

令和 4年度船橋市国民健康保険事業特別会計補正予算

令和4年度船橋市の国民健康保険事業特別会計の補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 300, QOO千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ 51, 126, 000千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、 「第 1表 歳入歳出予算補正」による。

令和 5年 2月 14日提出

船橋市長 松戸 徹



－54－

第 1表歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 計

25 県支出金 34,910,000 300,000 35,210,000 
•-‘•—…~ ---.．~-—し 9

10 県補助金 34,910,000 300,000 35,210,000 
9r.- 9 →、-----~- --~．し 9 -~ 』―― ロ・

I 

威, .... 入 合 計 50,826,000 300,000 51,126,000 

（単位：千円）
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国民健康保険事業特別会計

歳 出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

15 保険給付費 34,364,000 300,000 34,664,000 
'』•—一9 9•--- -・＾一

10 療養諸費 30,155,850 300,000 30,455,850 
, -

t 

威9F 出 合 計 50,826,000 300,000 51,126,000 
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議案第 13号

令和 4年度船橋市介護保険事業特別会計補正予算

令和 4年度船橋市の介護保険事業特別会計の補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,. 132, 183千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 47, 783, 183千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、 「第 1表 歳入歳出予算補正」による。

令和 5年 2月 14日提出

船橋市長 松戸 徹
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第 1表歳入歳出予算補正

歳 入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

15 国庫支出金 10,441,800 152,950 10,594,750 
------~--ト-

10 国庫負担金 7,863,320 152,950 8,016,270 
一ヽー --•^ -,．.．r--- -•----』9 一9 '～- r 

r. a -ヽ—-----~

20 支払基金交付金 12,052,000 226,530 12,278,530 
l - 、し—- :，.: ------、--- ← --

10 支払基金交付金 12,052,000 226,530 12,278,530 
•‘— ~, ...．、~

25 県支出金 6,493,400 146,825 6,640,225 
I.  ヤ^ー ・→9~---- - ーし9~ ~ 、 ． ~—`—: --•-^---. -.:—,. 

10 県負担金 6,139,870 146,825 6,286,695 
- ・~--------- I -＾-- ～•一…7r-~-- ~----~- ”"" ー、ヽ•ー・・ ヽ• - ---』

40 繰入金 7,851,600 312,695 8,164,295 
’~  

.. ~rヽて•ー・

10 他会計繰入金 7,366,500 104,875 7,471,375 
L -- --

--- -~- -

15 基金繰入金 485,100 207,820 692,920 
'̂- -

45 繰越金

゜
293,183 293,183 

- - - ---，、

10 繰越金

゜
293,183 293,183 

/— 

／ 

, 

威9 .... 入 ムロ 計 46,651,000 1, 132, 183 47, 783, 183 
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介護保険事業特別会計

歳

出

＼ 
款 項 補正前の額 補 正 額 計

／ 

15 保険給付費 43,090,600 839,000 43,929,600 
"＇-

10 介護サービス等諸 41,042,000 839,000 41,881,000 

費
---9＂し9 -一ヽ•-~------ ------- ・------・-

35 諸支出金 21, 100 293,183 314,283 
----------、--9-

r------ -----------』•-

10 償還金及び還付加 19, 100 293,183 312,283 

算金
•- -:.:．  ?- - -~--- - ~ 

歳 出 合 計 46,651,000 1, 132, 183 47,783,183 

（単位：千円）
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議案第 14号

令和 4年度船橋市下水道事業会計補正予算

（総則）

第 1条 令和 4年度船橋市下水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

（資本的収入及び支出の補正）

第 2条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する（資本的収

入額が資本的支出額に対し不足する額 7, 001, 995千円は、減債積立金438, 92 

9千円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 357, 559千円、過年度分損

益勘定留保資金 587, 201千円及び当年度分損益勘定留保資金 5, 618, 306千円

で補填するものとする。）。

（科 目） （既決予定額） 、 （補正予定額） （計）

収， 入

第 1款 資本的収入 12,078,448千円 1,218,884千円 13,297,332千円

第 1項 企 業 債 6,580,000千円 587,400千円 7,167,400千円

第 3項 補 助 金 2,341,632千円 576,687千円 2,918,319千円

第4項 負 担 金 654,388千円 54,797千円 709,185千円

支 出

第 1款 資本的支出 19,080,222千円 1,219, 105千円 20,, 299, 327千円

第 1項 建設改良費 8,536,220千円 1,219, 105千円 9,755,325千円

（継続費の補正）

第 3条 継続費の年割額を次のとおり変更する。

（単位：千円）

補正前 補正後

款 項 事業名

総額 年度 年割額 総額 年度 年割額

1資本的 1建設
令和 2年度 135,000 令和 2年度 135,000 

支出 改良費
令和 3年度 2,286,000 令和 3年度 2,286,000 

上長津川

幹線管渠 2,567,000 令和4年度 146,000 2,567,000 令和4年度

゜築造事業

令和 5年度 112,000 

令和 6年度 34,000 
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（単位：千円）

補正前 補正後

款 項 事業名

総額 年度 年割額 総額 年度 年割額

1 資本的 1建設
令和 2年度 101,662 令和 2年度 101,662 

支 出 改良費 西浦下水
令和 3年度 836,308 令和 3年度 836,308 

処 理 は竿目 理
4,212,400 4,212,400 

整 備 事 業
令和4年度 945,000 令和 4年度 1, 646, 377 

令和 5年度 2,329,430 令和 5年度 1,628,053 

西浦下水
令和 3年度 34,560 令和 3年度 34,560 

処 理 場
252,604 令和4年度 153,570 252,604 令和4年度 174,170 

雨水沈殿池
設備更新事業

令和 5年度 64,474 令和 5年度 43,874 

高 瀬 下 水
令和 3年度 49,500 令和 3年度 49,500 

処理場汚泥
210,980 令和4年度 90,800 210,980 令和 4年度 95,534 

処理中央監視
設備更新事業

令和 5年度 70,680 令和 5年度 65,946 

高 瀬 下 水 令和 3年度 149,100 令和 3年度 149,100 

処 理 場
水 処 理 948,310 令和 4年度 299,190 948,310 令和4年度 545,706 
中 央 監 視
設備更新事業 令和 5年度 500,020 令和 5年度 253,504 

（企業債の補正）

第 4条 予算第 6条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。

（単位：千円）

限度額
起債の目的

補正前の額 補正額 計

下 水 道 事 業 6,580,000 587,400 7,167,400 

令和 5年 2月 14日提出

船橋市長 松戸 徹



議案第１５号 

 

 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和５年２月１４日提出 

 

                        船 橋 市 長  松  戸   徹 

 

 

   一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

 一般職の職員の給与に関する条例（昭和２７年船橋市条例第２１号）の一部を次のよう

に改正する。 

改正後 改正前 

(特殊勤務手当) (特殊勤務手当) 

第22条 著しく危険、不快、不健康又は困

難な勤務その他著しく特殊な業務で、給与

上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊

性を給料で考慮することが適当でないと

認められるものに従事する職員(第27条第

1項の規定に基づく規則で指定する職を

占める職員(消防職員及び医療職給料表の

適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、

その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当

を支給する。 

第22条 著しく危険、不快、不健康又は困

難な勤務その他著しく特殊な業務で、給与

上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊

性を給料で考慮することが適当でないと

認められるものに従事する職員(第27条第

1項の規定に基づく規則で指定する職を

占める職員(医療職給料表の適用を受ける

職員を除く。)を除く。)には、その勤務の

特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。 

2及び3 (略) 2及び3 (略) 

別表第4 別表第4 

 (表の部分略)  (表の部分略) 

 備考 この表は、健康福祉局に勤務する医

師に適用する。 

備考 この表は、保健所に勤務する医師に

適用する。 

別表第8 

区分 種類 支給額 

行政

職給

料表 

(略) (略) 

保

健 

児童相談所

の業務に係 

日額 1,500円以

内 

別表第8 

区分 種類 支給額 

行政

職給

料表 

(略) (略) 

保健福祉手当 

 

月 額 と

日 額 の 

月額  

5 , 5 0 0 

- 7 -



適用

者 

福

祉

手

当 

る研修 勤務1回 3,550 

円以内 

その他の業

務 

 

 

 

月 額 と

日 額 の

合 計 額

 5,500

円以内 

月額  

5 , 5 0 0

円以内 

日額  

4 2 0 円

以内 

(略) (略) 

(略) (略) (略) 
 

適用

者 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 計 額

 5,500

円以内 

 

 

 

 

 

円以内 

日額  

4 2 0 円

以内 

 

 

 

 

(略) (略) 

(略) (略) (略) 
   

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理 由 

 

児童相談所への職員研修派遣に係る保健福祉手当等について、所要の改正を行う必要が

ある。これが、この条例案を提出する理由である。 

- 8 -



議案第１６号 

 

 船橋市行政組織条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和５年２月１４日提出 

 

                        船 橋 市 長  松  戸   徹 

 

 

   船橋市行政組織条例の一部を改正する条例 

 

 船橋市行政組織条例（昭和４６年船橋市条例第３７号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

(設置) (設置) 

第1条 (各号列記以外の部分略) 第1条 (各号列記以外の部分略) 

 (1)～(5) (略)  (1)～(5) (略) 

  (6) 健康・高齢部 

 (6) (略)  (7) (略) 

 (7) 高齢者福祉部  

 (8) 健康部  (8) 子育て支援部 

 (9) こども家庭部  

 (10)～(16) (略)  (9)～(15) (略) 

2 前項第6号から第9号までに規定する部

の分掌事務を効果的に処理するため、健康

福祉局を置く。 

2 前項第6号から第8号までに規定する部

の分掌事務を効果的に処理するため、健康

福祉局を置く。 

3 第1項第12号から第16号までに規定する

部の分掌事務を効果的に処理するため、建

設局を置く。 

3 第1項第11号から第15号までに規定する

部の分掌事務を効果的に処理するため、建

設局を置く。 

(分掌事務) (分掌事務) 

第2条 (各号列記以外の部分略) 第2条 (各号列記以外の部分略) 

 (1)～(5) (略)  (1)～(5) (略) 

  (6) 健康・高齢部 

   ア 市民の健康に関すること。 

   イ 国民健康保険、国民年金及び介護保

険に関すること。 
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   ウ 高齢者福祉に関すること。 

   エ 保健所に関すること。 

 (6) (略)  (7) (略) 

 (7) 高齢者福祉部  

  ア 高齢者福祉に関すること。  

  イ 介護保険に関すること。  

 (8) 健康部  

  ア 市民の健康に関すること。  

  イ 国民健康保険及び国民年金に関す

ること。 

 

  ウ 保健所に関すること。  

 (9) こども家庭部  (8) 子育て支援部 

  ア及びイ (略)   ア及びイ (略) 

 (10)～(16) (略)  (9)～(15) (略) 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理 由 

 

行政の効率的な執行を図るため、行政組織を整備する必要がある。これが、この条例案

を提出する理由である。 
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議案第１７号 

 

 船橋市職員定数条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和５年２月１４日提出 

 

                        船 橋 市 長  松  戸   徹  

 

 

船橋市職員定数条例の一部を改正する条例 

 

船橋市職員定数条例（昭和３５年船橋市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

(職員の定数) (職員の定数) 

第2条 (各号列記以外の部分略) 第2条 (各号列記以外の部分略) 

(1) 市長の事務部局の職員 3,080人 (1) 市長の事務部局の職員 2,964人 

(2) (略) (2) (略) 

(3) 病院事業の職員 1,000人 (3) 病院事業の職員 900人 

(4)～(9) (略) (4)～(9) (略) 

2 (略) 2 (略) 

 附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

理 由 

 

 市長の事務部局及び医療センターの業務の充実を図るため、職員定数を改正する必要が

ある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第１８号 

 

 船橋市精神障害者入院医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を次のように制

定する。 

 

  令和５年２月１４日提出 

 

                        船 橋 市 長  松  戸   徹 

 

 

   船橋市精神障害者入院医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

 

船橋市精神障害者入院医療費の助成に関する条例（昭和５５年船橋市条例第６号）の一

部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

(定義) (定義) 

第2条 (各号列記以外の部分略) 第2条 (各号列記以外の部分略) 

 (1) 精神障害者 精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律(昭和25年法律第

123号)第5条第1項に規定する精神障害

者をいう。 

 (1) 精神障害者 精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律(昭和25年法律第

123号)第5条に規定する精神障害者をい

う。 

 (2) (略)  (2) (略) 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

理 由 

 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正に伴い、規定の整備を行う必要が

ある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第１９号 

 

船橋市重度心身障害者医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を次のように制

定する。 

 

令和５年２月１４日提出 

 

                        船 橋 市 長  松  戸   徹  

 

 

船橋市重度心身障害者医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

 

船橋市重度心身障害者医療費の助成に関する条例（昭和５５年船橋市条例第７号）の一

部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

(定義) (定義) 

第2条 (各号列記以外の部分略) 第2条 (各号列記以外の部分略) 

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)

第12条第3項に規定する児童相談所又

は知的障害者福祉法(昭和35年法律第

37号)第12条第2項に規定する知的障害

者更生相談所において重度以上の知的

障害と判定された者 

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)

第12条第2項に規定する児童相談所又

は知的障害者福祉法(昭和35年法律第

37号)第12条第2項に規定する知的障害

者更生相談所において重度以上の知的

障害と判定された者 

(2)及び(3) (略) (2)及び(3) (略) 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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理 由 

 

 児童福祉法の一部改正に伴い、規定の整備を行う必要がある。これが、この条例案を提

出する理由である。 
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議案第２０号 

 

 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の

整理に関する条例を次のように制定する。 

 

  令和５年２月１４日提出 

 

                        船 橋 市 長  松  戸   徹 

 

 

   こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条

例の整理に関する条例 

 

 （船橋市簡易マザーズホーム条例の一部改正） 

第１条 船橋市簡易マザーズホーム条例（昭和５９年船橋市条例第１２号）の一部を次の

ように改正する。 

改正後 改正前 

(使用料) (使用料) 

第4条 児童発達支援を受けた者の保護者

(法第21条の5の3第1項の障害児通所給付

費の支給に係る者に限る。)は、同条第2

項第1号に規定する内閣総理大臣が定め

る基準により算定した費用の額の使用料

を支払わなければならない。 

第4条 児童発達支援を受けた者の保護者

(法第21条の5の3第1項の障害児通所給付

費の支給に係る者に限る。)は、同条第2

項第1号に規定する厚生労働大臣が定め

る基準により算定した費用の額の使用料

を支払わなければならない。 

 （船橋市身体障害者福祉作業所条例の一部改正） 

第２条 船橋市身体障害者福祉作業所条例（平成５年船橋市条例第１７号）の一部を次の

ように改正する。 

改正後 改正前 

(使用料) (使用料) 

第5条 生活介護を受けた者(法第29条第1

項の介護給付費の支給に係る者に限る。)

は、同項に規定する主務省令で定める費用

で市長が定める額及び同条第3項第1号に 

第5条 生活介護を受けた者(法第29条第1

項の介護給付費の支給に係る者に限る。)

は、同項に規定する厚生労働省令で定める

費用で市長が定める額及び同条第3項第1 
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規定する主務大臣が定める基準により算

定した費用の額の使用料を支払わなけれ

ばならない。 

号に規定する厚生労働大臣が定める基準

により算定した費用の額の使用料を支払

わなければならない。 

 （船橋市障害者授産施設条例の一部改正） 

第３条 船橋市障害者授産施設条例（平成１６年船橋市条例第１７号）の一部を次のよう

に改正する。 

改正後 改正前 

(利用料) (利用料) 

第12条 利用者は、利用料として法第29条

第1項に規定する主務省令で定める費用

で指定管理者が市長の承認を得て定めた

額及び同条第3項第1号に規定する主務大

臣が定める基準により算定した費用の額

を指定管理者に支払わなければならない。 

第12条 利用者は、利用料として法第29条

第1項に規定する厚生労働省令で定める

費用で指定管理者が市長の承認を得て定

めた額及び同条第3項第1号に規定する厚

生労働大臣が定める基準により算定した

費用の額を指定管理者に支払わなければ

ならない。 

 （船橋市地域活動支援センター条例の一部改正） 

第４条 船橋市地域活動支援センター条例（平成１７年船橋市条例第１３号）の一部を次

のように改正する。 

改正後 改正前 

(利用料) (利用料) 

第13条 (各号列記以外の部分略) 第13条 (各号列記以外の部分略) 

(1) 法第51条の14第1項の地域相談支援

給付費の支給に係る者 同条第3項に

規定する主務大臣が定める基準により

算定した費用の額 

(1) 法第51条の14第1項の地域相談支援

給付費の支給に係る者 同条第3項に

規定する厚生労働大臣が定める基準に

より算定した費用の額 

(2) 法第51条の15第1項の特例地域相談

支援給付費の支給に係る者 同条第2

項に規定する主務大臣が定める基準に

より算定した費用の額を基準として、市

町村長が定める額 

(2) 法第51条の15第1項の特例地域相談

支援給付費の支給に係る者 同条第2

項に規定する厚生労働大臣が定める基

準により算定した費用の額を基準とし

て、市町村長が定める額 

(3) 法第51条の17第1項の計画相談支援

給付費の支給に係る者 同条第2項に

規定する主務大臣が定める基準により

算定した費用の額 

(3) 法第51条の17第1項の計画相談支援

給付費の支給に係る者 同条第2項に

規定する厚生労働大臣が定める基準に

より算定した費用の額 

（船橋市障害者支援施設条例の一部改正） 

第５条 船橋市障害者支援施設条例（平成１７年船橋市条例第２０号）の一部を次のよう

に改正する。 
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改正後 改正前 

(利用料) (利用料) 

第10条 利用者又はその保護者(児童福祉法

(昭和22年法律第164号)第6条に規定する

保護者をいう。)は、利用料として法第29

条第1項に規定する主務省令で定める費

用で指定管理者が市長の承認を得て定め

た額及び同条第3項第1号に規定する主務

大臣が定める基準により算定した費用の

額を指定管理者に支払わなければならな

い。 

第10条 利用者又はその保護者(児童福祉法

(昭和22年法律第164号)第6条に規定する

保護者をいう。)は、利用料として法第29

条第1項に規定する厚生労働省令で定め

る費用で指定管理者が市長の承認を得て

定めた額及び同条第3項第1号に規定する

厚生労働大臣が定める基準により算定し

た費用の額を指定管理者に支払わなけれ

ばならない。 

（船橋市こども発達相談センター条例の一部改正） 

第６条 船橋市こども発達相談センター条例（平成１７年船橋市条例第２１号）の一部を

次のように改正する。 

改正後 改正前 

(使用料) (使用料) 

第4条 児童発達支援を受けた者の保護者

(法第21条の5の3第1項の障害児通所給付

費の支給に係る者に限る。)は、同条第2

項第1号に規定する内閣総理大臣が定め

る基準により算定した費用の額の使用料

を支払わなければならない。 

第4条 児童発達支援を受けた者の保護者

(法第21条の5の3第1項の障害児通所給付

費の支給に係る者に限る。)は、同条第2

項第1号に規定する厚生労働大臣が定め

る基準により算定した費用の額の使用料

を支払わなければならない。 

（船橋市子ども・子育て会議条例の一部改正） 

第７条 船橋市子ども・子育て会議条例（平成２５年船橋市条例第２５号）の一部を次の

ように改正する。 

改正後 改正前 

(設置) (設置) 

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律

第65号。以下「法」という。)第72条第1

項の規定に基づき、船橋市子ども・子育て

会議(以下「子ども・子育て会議」という。)

を置く。 

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律

第65号。以下「法」という。)第77条第1

項の規定に基づき、船橋市子ども・子育て

会議(以下「子ども・子育て会議」という。)

を置く。 

(所掌事務) (所掌事務) 

第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第

1項各号に掲げる事務その他これらに関

連する事務を処理する。 

第2条 子ども・子育て会議は、法第77条第

1項各号に掲げる事務その他これらに関

連する事務を処理する。 

   附 則 
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 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理 由 

 

こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、規定の整

備を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第２１号 

 

 船橋市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例を次のように制定する。 

 

  令和５年２月１４日提出 

 

                        船 橋 市 長  松  戸   徹  

 

 

   船橋市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

 

船橋市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年船橋市条例

第７０号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第

４５条第１項の規定に基づき、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定めるもの

とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、「児童福祉施設」とは、法第７条第１項に規定する児童福祉

施設のうち、助産施設、母子生活支援施設及び保育所をいう。 

２ 前項に定めるもののほか、この条例における用語の意義は、法及び児童福祉施設の設

備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号。以下「府令」という。）の例

による。 

（児童福祉施設の設備及び運営に関する基準） 

第３条 法第４５条第１項の規定に基づき条例で定める基準は、次条及び附則第２項から

第４項までに定めるもののほか、府令に定める基準の例による。 

 （保育所の設備の面積） 

第４条 保育所の乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は満２歳に満たない幼児１人につ

き４．９５平方メートル以上とする。 

２ 保育所の保育室及び遊戯室の面積を合算した面積は満２歳以上の幼児１人につき３．
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０平方メートル以上とし、屋外遊戯場（保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場

所を含む。以下同じ。）の面積は満２歳以上の幼児１人につき３．３平方メートル以上

とする。 

 （委任） 

第５条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 平成２５年４月１日において現に存する保育所に係る設備の基準については、第４条

の規定にかかわらず、府令第３２条第２号、第３号及び第６号の規定によることができ

る。 

（保育所の設備の面積に係る基準の特例） 

３ 保育所における乳児又は幼児の受入れの体制その他の事情を考慮して市長が適当と認

めるときは、保育所の設備の面積に係る基準（屋外遊戯場の面積に係る基準を除く。）

は、当分の間、第４条の規定にかかわらず、次に掲げる基準によることができる。ただ

し、同条の規定を適用した場合に、法第３９条第１項に規定する利用定員の数に満たな

い保育所にあっては、適用しない。 

 ⑴ 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は満２歳に満たない幼児１人につき３．３平

方メートル以上とすること。 

 ⑵ 保育室又は遊戯室の面積は、満２歳以上の幼児１人につき１．９８平方メートル以

上とすること。 

４ 市長は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第６１条第１項に規定す

る市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとする場合において、保

育の提供への需要その他の状況を勘案し、必要があると認めるときは、前項の規定につ

いて必要な措置を講ずるものとする。 
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理 由 

 

 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正及び規定方法の見直しに伴い、所

要の定めをする必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第２２号 

 

 船橋市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例を次のように制定する。 

 

  令和５年２月１４日提出 

 

                        船 橋 市 長  松  戸   徹  

 

 

   船橋市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を

定める条例 

 

船橋市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例（平成２６年船橋市条例第３５号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律（平成１８年法律第７７号。以下「法」という。）第１３条第１項の規定に基づき、

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定めるもの

とする。 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法及び幼保連携型認定こども園の学級の編制、

職員、設備及び運営に関する基準（平成２６年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第１

号。以下「命令」という。）の例による。 

（幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準） 

第３条 法第１３条第１項の規定に基づき条例で定める基準は、次条から第６条まで及び

附則第２項から第５項までに定めるもののほか、命令に定める基準の例による。 

（学級の編制） 

第４条 前条の規定によりその例によることとされる命令第４条第２項の規定の適用につ

いては、同項中「３５人以下」とあるのは、「３５人以下（満４歳に達する日以後の最初
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の３月３１日までの間にある園児の学級にあっては、３０人以下）」とする。 

（園舎の面積） 

第５条 園舎の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。 

⑴ 命令第６条第６項第１号に掲げる面積 

⑵ 満３歳未満の園児数に応じ、次条の規定により算定した面積 

（設備の面積） 

第６条 次の各号に掲げる設備の面積は、当該各号に定める面積以上とする。 

⑴ 乳児室又はほふく室の面積 ４．９５平方メートルに満２歳未満の園児数を乗じて

得た面積 

 ⑵ 保育室及び遊戯室の面積を合算した面積 ３．０平方メートルに満２歳以上の園児

数を乗じて得た面積 

 （委任） 

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（幼保連携型認定こども園の設置に係る特例） 

２ 平成２７年４月１日の前日において現に幼稚園（その運営の実績その他により適正な

運営が確保されていると認められるものに限る。）を設置している者が、当該幼稚園を廃

止し、当該幼稚園と同一の所在場所において、当該幼稚園の設備を用いて幼保連携型認

定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る設備の面積につ

いては、当分の間、第６条の規定にかかわらず、乳児室又はほふく室の面積は、満２歳

未満の園児１人につき４．９５平方メートル以上とする。 

３ 平成２７年４月１日の前日において現に保育所（その運営の実績その他により適正な

運営が確保されていると認められるものに限る。）を設置している者が、当該保育所を廃

止し、当該保育所と同一の所在場所において、当該保育所の設備を用いて幼保連携型認

定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る園舎の面積につ

いては、当分の間、第５条の規定にかかわらず、満３歳以上の園児数に応じ、第６条の

規定により算定した面積に第５条第２号に掲げる面積を合算した面積以上とする。 

（幼保連携型認定こども園の設備の面積に係る基準の特例） 
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４ 幼保連携型認定こども園における園児の受入れの体制その他の事情を考慮して市長が

適当と認めるときは、次の各号に掲げる設備の面積は、当分の間、第６条の規定にかか

わらず、当該各号に掲げる面積以上とすることができる。 

⑴ 乳児室又はほふく室の面積 ３．３平方メートルに満２歳未満の園児数を乗じて得

た面積 

⑵ 保育室又は遊戯室の面積 １．９８平方メートルに満２歳以上の園児数を乗じて得

た面積 

５ 市長は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第６１条第１項に規定す

る市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとする場合において、教

育及び保育の提供への需要その他の状況を勘案し、必要があると認めるときは、前項の

規定について必要な措置を講ずるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理 由 

 

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部改正及

び規定方法の見直しに伴い、所要の定めをする必要がある。これが、この条例案を提出す

る理由である。 
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議案第２３号 

 

 船橋市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認

定の要件を定める条例を次のように制定する。 

 

  令和５年２月１４日提出 

 

                        船 橋 市 長  松  戸   徹  

 

 

   船橋市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園

の認定の要件を定める条例 

 

船橋市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認

定の要件を定める条例（平成３１年船橋市条例第１０号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律（平成１８年法律第７７号。以下「法」という。）第３条第１項及び第３項の規

定に基づき、幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども

園の認定の要件を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において「認定こども園」とは、法第２条第６項に規定する認定こども

園のうち、法第３条第１項又は第３項の認定を受けた施設をいう。 

２ この条例において「子ども」とは、認定こども園に在園する子どもをいう。 

３ 前２項に定めるもののほか、この条例における用語の意義は、法及び就学前の子ども

に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第３条第２項及び第４項の規

定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営

に関する基準（平成２６年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第２号。以下「告示」

という。）の例による。 

（幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定の
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要件） 

第３条 法第３条第１項及び第３項の規定に基づき条例で定める要件は、次条から第６条

まで及び附則第２項から第４項までに定めるもののほか、法第３条第２項各号及び第４

項各号並びに告示に定める基準の例による。 

 （職員配置） 

第４条 前条の規定によりその例によることとされる告示第２の２の規定の適用について

は、告示第２の２中「３５人以下」とあるのは、「３５人以下（満４歳に達する日以後

の最初の３月３１日までの間にある子どもの学級にあっては、３０人以下）」とする。 

２ 認定こども園には、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の

全部を委託する認定こども園にあっては、調理員を置かないことができる。 

 （施設設備） 

第５条 認定こども園の園舎の面積（満３歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、

満２歳以上満３歳未満の子どもの保育の用に供する保育室、遊戯室その他の施設設備の

面積及び満２歳未満の子どもの保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の施設設備の

面積を除く。第３項ただし書において同じ。）は、告示第４の２の表に掲げる基準を満

たさなければならない。ただし、既存施設が保育所型認定こども園又は地方裁量型認定

こども園の認定を受ける場合であって、同項本文（満２歳未満の子どもの保育を行う場

合にあっては、同項本文及び第４項）に規定する基準を満たすときは、この限りでない。 

２ 認定こども園には、次に掲げる設備を備えなければならない。ただし、特別の事情が

あるときは、保育室と遊戯室とは、兼用することができる。 

 ⑴ 保育室 

 ⑵ 遊戯室 

 ⑶ 乳児室又はほふく室（満２歳未満の子どもの保育を行う場合に限る。） 

 ⑷ 屋外遊戯場 

 ⑸ 調理室 

 ⑹ 医務室（満２歳未満の子どもの保育を行う場合に限る。） 

 ⑺ 便所 

３ 保育室及び遊戯室の面積を合算した面積は、満２歳以上の子ども１人につき３．０平

方メートル以上でなければならない。ただし、満３歳以上の子どもについては、既存施

設が幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、
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その園舎の面積が第１項本文に掲げる基準を満たすときは、この限りでない。 

４ 乳児室又はほふく室の面積は、満２歳未満の子ども１人につき４．９５平方メートル

以上でなければならない。 

５ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号。以下「府

令」という。）第３２条第８号の規定は、告示第１の１の２イ及びロに規定する幼稚園

型認定こども園を構成する保育機能施設並びに地方裁量型認定こども園について準用す

る。 

（児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の準用） 

第６条 府令第４条、第５条第１項、第２項及び第４項、第９条、第１１条（第１項及び

第４項ただし書を除く。）、第１４条の２、第１４条の３（第２項及び第４項を除く。）

並びに第３６条の規定は、認定こども園について準用する。この場合において、次の表

の左欄に掲げる府令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句に読み替えるものとする。 

読み替える府令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 

第１４条の３第１項 援助 教育及び保育（満３歳未

満の子どもについては、

その保育。以下同じ。）並

びに子育ての支援 

第１４条の３第３項 援助に関し、当該措置又は助

産の実施、母子保護の実施若

しくは保育の提供若しくは法

第２４条第５項若しくは第６

項の規定による措置に係る 

教育及び保育並びに子育

ての支援について、 

第３６条 保育の 教育及び保育の 

 （委任） 

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 平成３１年４月１日の前日において現に設置されている認定こども園の設備の面積に

係る基準は、第５条第３項本文及び第４項の規定にかかわらず、次に掲げる基準による

ことができる。 
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⑴ 保育室又は遊戯室の面積は、満２歳以上の子ども１人につき１．９８平方メートル

以上とすること。 

⑵ 乳児室又はほふく室の面積は、満２歳未満の子ども１人につき３．３平方メートル

以上とすること。 

 （認定こども園の設備の面積に係る基準の特例） 

３ 認定こども園における子どもの受入れの体制その他の事情を考慮して市長が適当と認

めるときは、認定こども園の設備の面積に係る基準は、当分の間、第５条第３項本文及

び第４項の規定にかかわらず、次に掲げる基準によることができる。ただし、同条第３

項本文及び第４項の規定を適用した場合に、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準（平成２６年内閣府令第３

９号）第４条に規定する利用定員の数に満たない認定こども園にあっては、適用しない。 

⑴ 保育室又は遊戯室の面積は、満２歳以上の子ども１人につき１．９８平方メートル

以上とすること。 

⑵ 乳児室又はほふく室の面積は、満２歳未満の子ども１人につき３．３平方メートル

以上とすること。 

４ 市長は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第６１条第１項に規定す

る市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとする場合において、教

育及び保育の提供への需要その他の状況を勘案し、必要があると認めるときは、前項の

規定について必要な措置を講ずるものとする。 

 

 

 

 

 

理 由 

 

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第３条第２項

及び第４項の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の

設備及び運営に関する基準の一部改正及び規定方法の見直しに伴い、所要の定めをする必

要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第２４号 

 

 船橋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例を

次のように制定する。 

 

  令和５年２月１４日提出 

 

                        船 橋 市 長  松  戸   徹  

 

 

   船橋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例 

 

 船橋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

（平成２６年船橋市条例第３２号）の全部を改正する。 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」とい

う。）第３４条第２項及び第４６条第２項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準（平成２６年内閣府令第

３９号。以下「府令」という。）の例による。 

 （特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準） 

第３条 法第３４条第２項及び第４６条第２項の規定に基づき条例で定める基準は、府令

に定める基準の例による。 

 （委任） 

第４条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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理 由 

 

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運

営に関する基準の一部改正及び規定方法の見直しに伴い、所要の定めをする必要がある。

これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第２５号 

 

 船橋市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例を次のように制定す

る。 

 

  令和５年２月１４日提出 

 

                        船 橋 市 長  松  戸   徹  

 

 

   船橋市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

 

 船橋市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年船橋市

条例第３３号）の全部を改正する。 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第

３４条の１６第１項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準（平成２６年厚生労働省令第６１号。以下「府令」という。）の例による。 

 （家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準） 

第３条 法第３４条の１６第１項の規定に基づき条例で定める基準は、次条及び第５条に

定めるもののほか、府令に定める基準の例による。 

 （最低基準の向上） 

第４条 前条の規定によりその例によることとされる府令第３条第１項の規定の適用につ

いては、同項中「その管理に属する法第８条第４項に規定する市町村児童福祉審議会を

設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては児童の保護者その他

児童福祉に係る当事者」とあるのは、「船橋市社会福祉審議会条例（平成１４年船橋市

条例第５６号）第１条に規定する船橋市社会福祉審議会」とする。 
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 （小規模保育事業所Ａ型等の設備） 

第５条 第３条の規定によりその例によることとされる府令第２８条第７号イ（府令第３

２条及び第４８条において準用する場合並びに第３３条第７号において引用する場合を

含む。）及び第４３条第８号イの規定の適用については、これらの規定中「準耐火建築

物」とあるのは、「準耐火建築物（保育室等を３階以上に設ける建物にあっては、耐火

建築物）」とする。 

 （委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理 由 

 

 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正及び規定方法の見直しに伴い、

所要の定めをする必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第２６号 

 

船橋市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を次のように

制定する。 

 

令和５年２月１４日提出 

 

                        船 橋 市 長  松  戸   徹 

 

 

船橋市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

 

船橋市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年

船橋市条例第３６号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第３

４条の８の２第１項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６３号。以下「府令」という。）の例による。 

（放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準） 

第３条 法第３４条の８の２第１項の規定に基づき条例で定める基準は、次条、第５条及

び附則第２項に定めるもののほか、府令に定める基準の例による。 

（最低基準の向上） 

第４条 前条の規定によりその例によることとされる府令第３条第１項の規定の適用につ

いては、同項中「その管理に属する法第８条第４項に規定する市町村児童福祉審議会を

設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては児童の保護者その他

児童福祉に係る当事者」とあるのは、「船橋市社会福祉審議会条例（平成１４年船橋市条

例第５６号）第１条に規定する船橋市社会福祉審議会」とする。 
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（職員） 

第５条 第３条の規定によりその例によることとされる府令第１０条第３項の規定の適用

については、同項中「修了したもの」とあるのは、「修了したもの又は採用の日から起算

して１年以内に修了することを予定しているもの」とする。 

（委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成２７年４月１日において現に存する府令第５条第５項に規定する放課後児童健全

育成事業所のうち、第３条の規定によりその例によることとされる府令第９条第２項に

定める基準に適合しないものに係る同項の規定の適用については、当分の間、同項中「お

おむね１．６５平方メートル以上」とあるのは、「おおむね１．５平方メートル以上」と

することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理 由 

 

 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正及び規定方法の見直し

に伴い、所要の定めをする必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 

- 38 -



議案第２７号 

 

 船橋市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例を次の

ように制定する。 

 

  令和５年２月１４日提出 

 

                        船 橋 市 長  松  戸   徹  

 

 

   船橋市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 

 

船橋市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（令和

元年船橋市条例第９号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第２

１条の５の４第１項第２号、第２１条の５の１５第３項第１号（法第２１条の５の１６

第４項及び第２１条の５の２０第２項において準用する場合を含む。以下同じ。）、第２

１条の５の１７第１項各号並びに第２１条の５の１９第１項及び第２項の規定に基づき、

指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法及び児童福祉法に基づく指定通所支援の事業

等の人員、設備及び運営に関する基準（平成２４年厚生労働省令第１５号。以下「府令」

という。）の例による。 

 （指定に係る申請者の資格） 

第３条 法第２１条の５の１５第３項第１号の条例で定める者は、法人とする。ただし、

法第６条の２の２第３項に規定する医療型児童発達支援（病院又は診療所により行われ

るものに限る。）に係る指定については、この限りでない。 

 （指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準） 

第４条 法第２１条の５の４第１項第２号、第２１条の５の１７第１項各号並びに第２１
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条の５の１９第１項及び第２項の規定に基づき条例で定める基準は、次条に定めるもの

のほか、府令に定める基準の例による。 

 （非常災害対策） 

第５条 前条の規定によりその例によることとされる府令第４０条第１項（府令第５４条

の５、第５４条の９、第６４条、第７１条、第７１条の２及び第７１条の６において準

用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「従業者」とあるのは、「従業者

並びに利用する障害児及びその家族等」とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （船橋市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

２ 船橋市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年

船橋市条例第６４号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

 (職員の数等の特例)  (職員の数等の特例) 

第89条 多機能型事業所は、一体的に事業

を行う多機能型事業所の利用定員(多機能

型児童発達支援事業等を一体的に行う場

合について、当該事業を行う事業所の利用

定員を含む。)の合計が20人未満である場

合は、第39条第7項、第52条第7項及び第8

項、第59条第7項、第63条第5項並びに第74

条第5項(第87条において準用する場合を

含む。)の規定にかかわらず、当該多機能型

事業所に置くべき職員(多機能型児童発達

支援事業等を一体的に行う場合にあって

は、児童福祉法に基づく指定通所支援の事

業等の人員、設備及び運営に関する基準

(平成24年厚生労働省令第15号。以下「指

定通所支援基準」という。)の規定により当

該事業を行う事業所に置くべきものとさ

れる職員(指定通所支援基準第5条第1項第

2号に規定する児童発達支援管理責任者を

除く。)を含むものとし、管理者、医師及び

サービス管理責任者を除く。)のうち、1人

第89条 多機能型事業所は、一体的に事業

を行う多機能型事業所の利用定員(多機能

型児童発達支援事業等を一体的に行う場

合について、当該事業を行う事業所の利用

定員を含む。)の合計が20人未満である場

合は、第39条第7項、第52条第7項及び第8

項、第59条第7項、第63条第5項並びに第74

条第5項(第87条において準用する場合を

含む。)の規定にかかわらず、当該多機能型

事業所に置くべき職員(多機能型児童発達

支援事業等を一体的に行う場合にあって

は、船橋市指定通所支援の事業等の人員、

設備及び運営に関する基準等を定める条

例(令和元年船橋市条例第9号。以下「指定

通所支援基準条例」という。)の規定により

当該事業を行う事業所に置くべきものと

される職員(指定通所支援基準条例第6条

第1項第2号に規定する児童発達支援管理

責任者を除く。)を含むものとし、管理者、

医師及びサービス管理責任者を除く。)の
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以上は、常勤でなければならないとするこ

とができる。 

うち、1人以上は、常勤でなければならな

いとすることができる。 

2及び3 (略) 2及び3 (略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理 由 

 

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改

正及び規定方法の見直しに伴い、所要の定めをする等の必要がある。これが、この条例案

を提出する理由である。 
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議案第２８号 

 

船橋市印鑑条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和５年２月１４日提出 

 

                        船 橋 市 長  松  戸   徹  

 

 

船橋市印鑑条例の一部を改正する条例 

 

船橋市印鑑条例（昭和５０年船橋市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

(印鑑登録証明の申請及び交付) (印鑑登録証明の申請及び交付) 

第11条 (略) 第11条 (略) 

2 (略) 2 (略) 

3 第1項の規定にかかわらず、登録者は、自

ら本市の電子計算機と電気通信回線で接

続された端末機に行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律(平成25年法律第27号)第2条第

7項に規定する個人番号カード(電子署名

等に係る地方公共団体情報システム機構

の認証業務に関する法律(平成14年法律第

153号)第22条第1項の利用者証明用電子

証明書が記録されているものに限る。)そ

の他規則で定めるものを使用することに

より、印鑑登録証明書の交付を申請するこ

とができる。 

3 第1項の規定にかかわらず、登録者は、自

ら本市の電子計算機と電気通信回線で接

続された端末機に行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律(平成25年法律第27号)第2条第

7項に規定する個人番号カード(電子署名

等に係る地方公共団体情報システム機構

の認証業務に関する法律(平成14年法律第

153号)第22条第1項の利用者証明用電子

証明書が記録されているものに限る。)を

使用することにより、印鑑登録証明書の交

付を申請することができる。 

  附 則 

 この条例は、公布の日又はデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法

律（令和３年法律第３７号）附則第１条第７号に掲げる規定のうち同法第４９条の規定の

施行の日のいずれか遅い日から施行する。 
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理 由 

 

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正に

伴い、印鑑登録証明の申請手続について、所要の改正を行う必要がある。これが、この条

例案を提出する理由である。 
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議案第２９号 

 

 船橋市手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和５年２月１４日提出 

 

                        船 橋 市 長  松  戸   徹 

 

 

   船橋市手数料条例の一部を改正する条例 

 

 船橋市手数料条例（昭和３６年船橋市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

別表第3 別表第3 

手数料を徴収

する事務 

金額(特に定めるものを

除き、1件につき) 

1～17 (略) (略) 

17の2 建築基

準法第52条

第6項第3号

の規定に基

づく建築物

の延べ面積

の敷地面積

に対する割

合に関する

特例の認定

の申請に対

する審査 

30,000円 

18～22 (略) (略) 

22の2 建築基

準法第55条

第3項の規定

に基づく建

築物の高さ 

160,000円 

手数料を徴収

する事務 

金額(特に定めるものを

除き、1件につき) 

1～17 (略) (略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18～22 (略) (略) 
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に関する特

例の許可の

申請に対す

る審査 

 

23 建築基準

法第55条第4

項各号の規

定に基づく

建築物の高

さに関する

制限の適用

除外に係る

許可の申請

に対する審

査 

(略) 

24及び25 (略) (略) 

25の2 建築基

準法第58条

第2項の規定

に基づく建

築物の高さ

に関する特

例の許可の

申請に対す

る審査 

160,000円 

26～36 (略) (略) 

37 建築基準

法第85条第6

項の規定に

基づく仮設

興行場等の

建築の許可

の申請に対

する審査 

(略) 

38 建築基準

法第85条第7

項の規定に

基づく仮設

興行場等の 

(略) 

 

 

 

 

23 建築基準

法第55条第3

項各号の規

定に基づく

建築物の高

さの許可の

申請に対す

る審査 

 

 

 

(略) 

24及び25 (略) (略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26～36 (略) (略) 

37 建築基準

法第85条第5

項の規定に

基づく仮設

興行場等の

建築の許可

の申請に対

する審査 

(略) 

38 建築基準

法第85条第6

項の規定に

基づく仮設

興行場等の 

(略) 
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建築の許可

の申請に対

する審査 

 

39 (略) (略) 

40 建築基準

法第86条第2

項の規定に

基づく複数

建築物に関

する特例の

認定の申請

に対する審

査 

建築物(建築等に係る建

築物に限る。以下この項

において同じ。)の数が1

である場合にあっては

78,000円、建築物の数が

2以上である場合にあっ

ては78,000円に1を超え

る建築物の数に28,000

円を乗じて得た金額を

加算した金額 

41 (略) (略) 

42 建築基準

法第86条第4

項の規定に

基づく複数

建築物の各

部分の高さ

又は延べ面

積の敷地面

積に対する

割合に関す

る特例の許

可の申請に

対する審査 

建築物(建築等に係る建

築物に限る。以下この項

において同じ。)の数が1

である場合にあっては

242,000円、建築物の数

が2以上である場合にあ

っては242,000円に1を

超える建築物の数に

28,000円を乗じて得た

金額を加算した金額 

43 建築基準

法第86条の2

第1項の規定

に基づく建

築物の新築

又は増築等

の認定の申

請に対する

審査 

建築物(新築又は増築等

に係る建築物に限る。以

下この項において同じ。

)の数が1である場合にあ

っては78,000円、建築物

の数が2以上である場合

にあっては78,000円に1

を超える建築物の数に

28,000円を乗じて得た

金額を加算した金額 

44 建築基準 建築物(新築又は増築等 

建築の許可

の申請に対

する審査 

 

39 (略) (略) 

40 建築基準

法第86条第2

項の規定に

基づく複数

建築物に関

する特例の

認定の申請

に対する審

査 

建築物(既存建築物を除

く。以下この項において

同じ。)の数が1である場

合にあっては78,000円、

建築物の数が2以上であ

る 場 合 に あ っ て は

78,000円に1を超える建

築物の数に28,000円を

乗じて得た金額を加算

した金額 

41 (略) (略) 

42 建築基準

法第86条第4

項の規定に

基づく複数

建築物の各

部分の高さ

又は延べ面

積の敷地面

積に対する

割合に関す

る特例の許

可の申請に

対する審査 

建築物(既存建築物を除

く。以下この項において

同じ。)の数が1である場

合にあっては 242,000

円、建築物の数が2以上

である場合にあっては

242,000円に1を超える

建築物の数に28,000円

を乗じて得た金額を加

算した金額 

43 建築基準

法第86条の2

第1項の規定

に基づく一

敷地内認定

建築物以外

の建築物の

建築の認定

の申請に対

する審査 

建築物(一敷地内認定建

築物を除く。以下この項

において同じ。)の数が1

である場合にあっては

78,000円、建築物の数が

2以上である場合にあっ

ては78,000円に1を超え

る建築物の数に28,000

円を乗じて得た金額を

加算した金額 

44 建築基準 建築物(一敷地内認定建 
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法第86条の2

第2項の規定

に基づく建

築物の各部

分の高さ又

は延べ面積

の敷地面積

に対する割

合の許可の

申請に対す

る審査 

 

 

に係る建築物に限る。以

下この項において同じ。

)の数が1である場合にあ

っては242,000円、建築

物の数が2以上である場

合にあっては242,000円

に1を超える建築物の数

に28,000円を乗じて得

た金額を加算した金額 

45 建築基準

法第86条の2

第3項の規定

に基づく建

築物の新築

又は増築等

の許可の申

請に対する

審査 

建築物(新築又は増築等

に係る建築物に限る。以

下この項において同じ。

)の数が1である場合にあ

っては242,000円、建築

物の数が2以上である場

合にあっては242,000円

に1を超える建築物の数

に28,000円を乗じて得

た金額を加算した金額 

46～50 (略) (略) 

51 建築基準

法第87条の3

第6項の規定

に基づく建

築物の用途

を変更して

一時的に興

行場等とし

て使用する

場合の許可

の申請に対

する審査 

(略) 

52 建築基準

法第87条の3

第7項の規定 

(略) 

法第86条の2

第2項の規定

に基づく一

敷地内認定

建築物以外

の建築物の

各部分の高

さ又は延べ

面積の敷地

面積に対す

る割合の許

可の申請に

対する審査 

築物を除く。以下この項

において同じ。)の数が1

である場合にあっては

242,000円、建築物の数

が2以上である場合にあ

っては242,000円に1を

超える建築物の数に

28,000円を乗じて得た

金額を加算した金額 

45 建築基準

法第86条の2

第3項の規定

に基づく一

敷地内許可

建築物以外

の建築物の

建築の許可

の申請に対

する審査 

建築物(一敷地内許可建

築物を除く。以下この項

において同じ。)の数が1

である場合にあっては

242,000円、建築物の数

が2以上である場合にあ

っては242,000円に1を

超える建築物の数に

28,000円を乗じて得た

金額を加算した金額 

46～50 (略) (略) 

51 建築基準

法第87条の3

第5項の規定

に基づく建

築物の用途

を変更して

一時的に興

行場等とし

て使用する

場合の許可

の申請に対

する審査 

(略) 

52 建築基準

法第87条の3

第6項の規定 

(略) 
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に基づく建

築物の用途

を変更して

一時的に特

別興行場等

として使用

する場合の

許可の申請

に対する審

査 

 

53～65 (略) (略) 

66 狂犬病予

防法(昭和25

年法律第247

号)第4条第2

項の規定に

基づく犬の

登録(動物の

愛護及び管

理に関する

法律第39条

の7第2項の

規定の適用

がある場合

を除く。) 

(略) 

67～212 (略) (略) 

213 宅地造成

等規制法の

一部を改正

する法律(令

和4年法律第

55号)附則第

2条第1項の

規定により

なお従前の

例によるこ

ととされる

同法による 

改正前の宅 

(略) 

に基づく建

築物の用途

を変更して

一時的に特

別興行場等

として使用

する場合の

許可の申請

に対する審

査 

 

53～65 (略) (略) 

66 狂犬病予

防法(昭和25

年法律第247

号)第4条第2

項の規定に

基づく犬の

登録 

 

 

 

 

 

 

 

(略) 

67～212 (略) (略) 

213 宅地造成

等規制法(昭

和36年法律

第191号)第8

条第1項の規

定による宅

地造成に関

する工事の

許可の申請

に対する審

査 

 

 

(略) 
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地造成等規

制法(昭和36

年法律第191

号。次項にお

いて「旧法」

という。)第8

条第1項の規

定による宅

地造成に関

する工事の

許可の申請

に対する審

査 

 

214  旧法第

12条第1項の

規定による

宅地造成に

関する工事

の計画の変

更許可の申

請に対する

審査 

 

(略) 

215～260の2  

(略) 

(略) 

261 都市の低

炭素化の促

進に関する

法律(平成24

年法律第84

号)第53条第

1項の規定に

よる認定の

申請に対す

る審査 

1 認定の申請に係る計

画に建築物のエネル

ギー消費性能の向上

に関する法律(平成27

年法律第53号)第15条

第1項に規定する登録

建築物エネルギー消

費性能判定機関が交

付した適合証(住宅部

分に係る申請にあっ

ては、住宅の品質確保

の促進等に関する法

律第5条第1項に規定

する登録住宅性能評 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214 宅地造成

等規制法第

12条第1項の

規定による

宅地造成に

関する工事

の計画の変

更許可の申

請に対する

審査 

(略) 

215～260の2  

(略) 

(略) 

261 都市の低

炭素化の促

進に関する

法律(平成24

年法律第84

号)第53条第

1項の規定に

よる認定の

申請に対す

る審査 

1 認定の申請に係る計

画に建築物のエネル

ギー消費性能の向上

に関する法律(平成27

年法律第53号)第15条

第1項に規定する登録

建築物エネルギー消

費性能判定機関若し

くは住宅の品質確保

の促進等に関する法

律第5条第1項に規定

する登録住宅性能評

価機関が交付した適

合証又は同法第6条第 
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 価機関が交付した適

合証)又は同法第6条第

1項に規定する設計住

宅性能評価書(日本住

宅性能表示基準(平成

13年国土交通省告示

第1346号)に基づく断

熱等性能等級5、等級6

又は等級7及び一次エ

ネルギー消費量等級

6(令和4年10月1日に

おいて現に存する建

築物の住宅部分(当該

住宅部分のうち増築、

改築又は修繕等をす

る部分が、住宅部分の

外壁、窓等を通しての

熱の損失の防止に関

する誘導基準及び一

次エネルギー消費量

に関する誘導基準(令

和4年国土交通省告示

第1106号)に適合する

ものに限る。)について

は、日本住宅性能表示

基準に基づく断熱等

性能等級4、等級5、等

級6又は等級7及び一

次エネルギー消費量

等級5又は等級6)に適

合しているものに限

る。)の写し(以下この

項において「適合証

等」という。)の添付が

ある場合 建築物の

部分の区分に応じ、次

に掲げる金額 

ア 住宅部分 当該

住宅部分の区分に

応じ、次に掲げる金 

 1項に規定する設計住

宅性能評価書(日本住

宅性能表示基準(平成

13年国土交通省告示

第1346号)に基づく断

熱等性能等級4及び一

次エネルギー消費量

等級5に適合している

ものに限る。)の写し

(以下この項において

「適合証等」という。)

の添付 があ る場合 

 申請の対象とする

範囲の区分に応じ、次

に掲げる金額 

ア 住宅の用途に供

されている部分を

含む建築物(以下こ

の項において「住宅

等建築物」という。)

における住戸の部

分 住戸の数の区

分に応じ、次に掲げ

る金額 

(1) 1戸のもの  

4,800円 

(2) 1戸を超え5戸

以 内 の も の 

 9,600円 

(3) 5戸を超え10戸

以 内 の も の 

 16,000円 

(4) 10戸を超え25

戸 以 内 の も の 

 27,000円 

(5) 25戸を超え50

戸 以 内 の も の 

 45,000円 

(6) 5 0戸を超え

100戸以内のもの 
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 額 

(1) 一戸建ての住

宅 4,500円 

(2) 共同住宅等  

床面積の合計の

区分に応じ、次に

掲げる金額 

(ｱ) 300平方メー

トル未満のも

の 9,100円 

(ｲ) 300平方メー

トル以上2,000

平方メートル

未 満 の も の 

 19,000円 

(ｳ) 2,000平方メ

ー ト ル 以 上

5,000平方メー

トル未満のも

の 43,000円 

(ｴ) 5,000平方メ

ートル以上の

も の  77,000

円 

イ 非住宅部分 当

該非住宅部分の床

面積の合計の区分

に応じ、次に掲げる

金額 

(1) 300平方メート

ル 未 満 の も の 

 9,100円 

(2) 300平方メート

ル以上1,000平方

メートル未満の

もの 15,000円 

(3) 1,000平方メー

トル以上2,000平

方メートル未満

のもの 26,000 

  81,000円 

(7) 100戸を超え

200戸以内のもの 

 129,000円 

(8) 200戸を超え

300戸以内のもの 

 163,000円 

(9) 300戸を超える

もの 175,000円 

イ 住宅等建築物に

お け る 共 用 部 分 

 床面積の合計の

区分に応じ、次に掲

げる金額 

(1) 300平方メート

ル 以 内 の も の 

 9,500円 

(2) 300平方メート

ルを超え2,000平

方メートル以内

のもの  27,000

円 

(3) 2,000平方メー

トルを超え5,000

平方メートル以

内 の も の 

 81,000円 

(4) 5,000平方メー

ト ル を 超 え

10,000平方メー

トル以内のもの 

 128,000円 

(5) 10,000平方メ

ー ト ル を 超 え

25,000平方メー

トル以内のもの 

 162,000円 

(6) 25,000平方メ

ートルを超える

もの 203,000円 
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 円 

(4) 2,000平方メー

トル以上5,000平

方メートル未満

のもの  77,000

円 

(5) 5,000平方メー

トル以上10,000

平方メートル未

満 の も の 

 123,000円 

(6) 10,000平方メ

ー ト ル 以 上

25,000平方メー

トル未満のもの 

 155,000円 

(7) 25,000平方メ

ートル以上のも

の 194,000円 

2 認定の申請に係る計

画に適合証等の添付

がない場合 建築物

の部分の区分に応じ、

次に掲げる金額 

ア 住宅部分 認定

の申請に係る計画

に係る建築物のエ

ネルギー消費性能

を評価する方法の

区分に応じ、次に掲

げる金額 

(1) 建築物エネル

ギー消費性能基

準等を定める省

令(平成28年経済

産業省・国土交通

省令第1号 )第10

条第 2 号ただし

書、イ(1)又はロ

(1)による評価を 

 ウ 建築物における

住宅以外の用途に

供する部分 床面

積の合計の区分に

応じ、次に掲げる金

額 

(1) 300平方メート

ル 以 内 の も の 

 9,500円 

(2) 300平方メート

ルを超え1,000平

方メートル以内

のもの  15,000

円 

(3) 1,000平方メー

トルを超え2,000

平方メートル以

内 の も の 

 25,000円 

(4) 2,000平方メー

トルを超え5,000

平方メートル以

内 の も の 

 81,000円 

(5) 5,000平方メー

ト ル を 超 え

10,000平方メー

トル以内のもの 

 129,000円 

(6) 10,000平方メ

ー ト ル を 超 え

25,000平方メー

トル以内のもの 

 163,000円 

(7) 25,000平方メ

ートルを超える

もの 203,000円 

2 認定の申請に係る計

画に適合証等の添付

がない場合 申請の 
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 含む場合  当該

住宅部分の区分

に応じ、次に掲げ

る金額 

(ｱ ) 一戸建ての

住宅  床面積

の合計の区分

に応じ、次に掲

げる金額 

(i) 200平方メ

ートル未満

の も の 

 33,000円 

( i i ) 200平方

メートル以

上 の も の 

 37,000円 

(ｲ ) 共同住宅等 

 床面積の合

計の区分に応

じ、次に掲げる

金額 

(i) 300平方メ

ートル未満

の も の 

 66,000円 

( i i ) 300平方

メートル以

上2,000平方

メートル未

満 の も の 

 111,000円 

(iii) 2,000平

方メートル

以上5,000平

方メートル

未満のもの 

 190,000円 

(iv) 5,000平

方メートル 

 対象とする範囲の区

分に応じ、次に掲げる

金額 

ア 住宅等建築物に

おける住戸の部分 

 住戸の数の区分

に応じ、次に掲げる

金額 

(1) 1戸のもの  

34,000円 

(2) 1戸を超え5戸

以 内 の も の 

 69,000円 

(3) 5戸を超え10戸

以 内 の も の 

 98,000円 

(4) 10戸を超え25

戸 以 内 の も の 

 138,000円 

(5) 25戸を超え50

戸 以 内 の も の 

 199,000円 

(6) 5 0戸を超え

100戸以内のもの 

 285,000円 

(7) 100戸を超え

200戸以内のもの 

 386,000円 

(8) 200戸を超え

300戸以内のもの 

 507,000円 

(9) 300戸を超える

もの 595,000円 

イ 住宅等建築物に

お け る 共 用 部 分 

 床面積の合計の

区分に応じ、次に掲

げる金額 

(1) 300平方メート

ル 以 内 の も の 
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 以上のもの 

 272,000円 

(2) 建築物エネル

ギー消費性能基

準等を定める省

令第10条第2号イ

(2)及びロ(2)によ

る評価の場合  

当該住宅部分の

区分に応じ、次に

掲げる金額 

(ｱ ) 一戸建ての

住宅  床面積

の合計の区分

に応じ、次に掲

げる金額 

(i) 200平方メ

ートル未満

の も の 

 16,000円 

( i i ) 200平方

メートル以

上 の も の 

 18,000円 

(ｲ ) 共同住宅等 

 床面積の合

計の区分に応

じ、次に掲げる

金額 

(i) 300平方メ

ートル未満

の も の 

 31,000円 

( i i ) 300平方

メートル以

上2,000平方

メートル未

満 の も の 

 55,000円 

(iii) 2,000平 

  110,000円 

(2) 300平方メート

ルを超え2,000平

方メートル以内

のもの 182,000

円 

(3) 2,000平方メー

トルを超え5,000

平方メートル以

内 の も の 

 284,000円 

(4) 5,000平方メー

ト ル を 超 え

10,000平方メー

トル以内のもの 

 365,000円 

(5) 10,000平方メ

ー ト ル を 超 え

25,000平方メー

トル以内のもの 

 436,000円 

(6) 25,000平方メ

ートルを超える

もの 508,000円 

ウ 建築物における

住宅以外の用途に

供する部分 認定

の申請に係る計画

に係る建築物のエ

ネルギーの使用の

効率性その他の性

能を評価する方法

の区分に応じ、次に

掲げる金額 

(1) (2)以外の方法

による評価の場

合  床面積の合

計の区分に応じ、

次に掲げる金額 

(ｱ) 300平方メー 
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 方メートル

以上5,000平

方メートル

未満のもの 

 100,000円 

(iv) 5,000平

方メートル

以上のもの 

 151,000円 

イ 非住宅部分 認

定の申請に係る計

画に係る建築物の

エネルギー消費性

能を評価する方法

の区分に応じ、次に

掲げる金額 

(1) 建築物エネル

ギー消費性能基

準等を定める省

令第10条第1号た

だし書、イ(1)又は

ロ (1)による評価

を含む場合  当

該非住宅部分の

床面積の合計の

区分に応じ、次に

掲げる金額 

(ｱ) 300平方メー

トル未満のも

の 220,000円 

(ｲ) 300平方メー

トル以上1,000

平方メートル

未 満 の も の 

 276,000円 

(ｳ) 1,000平方メ

ー ト ル 以 上

2,000平方メー

トル未満のも

の 357,000円 

 トル以内のも

の 244,000円 

(ｲ) 300平方メー

ト ル を 超 え

1,000平方メー

トル以内のも

の 276,000円 

(ｳ) 1,000平方メ

ートルを超え

2,000平方メー

トル以内のも

の 356,000円 

(ｴ) 2,000平方メ

ートルを超え

5,000平方メー

トル以内のも

の 554,000円 

(ｵ) 5,000平方メ

ートルを超え

10,000 平 方 メ

ートル以内の

もの 679,000

円 

(ｶ) 10,000平方

メートルを超

え25,000平方

メートル以内

の も の 

 801,000円 

(ｷ) 25,000平方

メートルを超

え る も の 

 914,000円 

(2) 建築物エネル

ギー消費性能基

準等を定める省

令(平成28年経済

産業省・国土交通

省令第1号)第1条

第1項第1号ロに
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 (ｴ) 2,000平方メ

ー ト ル 以 上

5,000平方メー

トル未満のも

の 509,000円 

(ｵ) 5,000平方メ

ー ト ル 以 上

10,000 平 方 メ

ートル未満の

もの 627,000

円 

(ｶ) 10,000平方

メートル以上

25,000平方メ

ートル未満の

も の 

 742,000円 

(ｷ) 25,000平方

メートル以上

の も の 

 846,000円 

(2) 建築物エネル

ギー消費性能基

準等を定める省

令第10条第1号イ

(2)及びロ(2)によ

る 評 価 の 場 合 

 当該非住宅部

分の床面積の合

計の区分に応じ、

次に掲げる金額 

(ｱ) 300平方メー

トル未満のも

の 84,000円 

(ｲ) 300平方メー

トル以上1,000

平方メートル

未 満 の も の 

 107,000円 

(ｳ) 1,000平方メ 

規定する一次エ

ネルギー消費量

モデル建築物及

び同省令第10条

第1号イ(2)に規定

する年間熱負荷

モデル建築物を

用いた評価を含

む場合  床面積

の合計の区分に

応じ、次に掲げる

金額 

(ｱ) 300平方メー

トル以内のも

の 84,000円 

(ｲ) 300平方メー

ト ル を 超 え

1,000平方メー

トル以内のも

の 107,000円 

(ｳ) 1,000平方メ

ートルを超え

2,000平方メー

トル以内のも

の 141,000円 

(ｴ) 2,000平方メ

ートルを超え

5,000平方メー

トル以内のも

の 227,000円 

(ｵ) 5,000平方メ

ートルを超え

10,000 平 方 メ

ートル以内の

もの 297,000

円 

(ｶ) 10,000平方

メートルを超

え25,000平方

メートル以内 
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 ー ト ル 以 上

2,000平方メー

トル未満のも

の 141,000円 

(ｴ) 2,000平方メ

ー ト ル 以 上

5,000平方メー

トル未満のも

の 229,000円 

(ｵ) 5,000平方メ

ー ト ル 以 上

10,000 平 方 メ

ートル未満の

もの 299,000

円 

(ｶ ) 10,000平方

メートル以上

25,000 平 方 メ

ートル未満の

もの 359,000

円 

(ｷ) 25,000平方

メートル以上

の も の 

 422,000円 

(摘要) 

1 共同住宅等の床面積

の合計には、当該建築

物の共用部分の床面

積を含める。 

2 住宅部分及び非住宅

部分からなる建築物

の認定の申請をする

場合における手数料

の金額は、認定に係る

住宅部分及び非住宅

部分について、それぞ

れ該当する区分に応

じた金額(住宅部分に

ついては、認定に係る  

 の も の 

 356,000円 

(ｷ) 25,000平方

メートルを超

え る も の 

 418,000円 

(摘要) 

1 住宅等建築物におい

て、住戸の部分のみの

認定の申請をする場

合は、一の建築物につ

き当該申請に係る住

戸の数に応じてアに

定める金額とする。 

2 共用部分及び住宅以

外の用途に供する部

分を含まない住宅等

建築物において、建築

物全体の認定の申請

又は建築物全体及び

住戸の部分の認定の

申請をする場合は、一

の建築物につき住戸

の数に応じてアに定

める金額とする。 

3 共用部分を含む住宅

等建築物(摘要の5に規

定する場合を除く。)

において、建築物全体

の認定の申請又は建

築物全体及び住戸の

部分の認定の申請を

する場合は、一の建築

物につき住戸の数に

応じてアに定める金

額に、共用部分の床面

積の合計に応じてイ

に定める金額を加算

した金額とする。 

4 住宅の用途及び住宅 
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 建築物の住戸の数が1

である場合は一戸建

ての住宅と、2以上で

ある場合は共同住宅

等とみなしてアに定

める金額)を加算した

金額とする。 

3 都市の低炭素化の促

進に関する法律第54

条第2項の規定による

申出があった場合の

認定の申請の手数料

の金額は、表に定める

金額に、建築基準法第

18条第2項(同法第87

条第1項において準用

する場合を含む。)の規

定による計画の通知

の項に掲げる区分に

応じ、それぞれ同項金

額の欄に定める金額

を加算した金額とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以外の用途に供され

ている建築物(摘要の5

に規定する場合を除

く。)において、建築物

全体の認定の申請又

は建築物全体及び住

戸の部分の認定の申

請をする場合は、一の

建築物につき住戸の

数に応じてアに定め

る金額に、住宅以外の

用途に供されている

部分の床面積の合計

に応じてウに定める

金額を加算した金額

とする。 

5 住宅の用途及び住宅

以外の用途に供され

ており、かつ、共用部

分を含む建築物にお

いて、建築物全体の認

定の申請又は建築物

全体及び住戸の部分

の認定の申請をする

場合は、一の建築物に

つき住戸の数に応じ

てアに定める金額に、

共用部分の床面積の

合計に応じてイに定

める金額及び住宅以

外の用途に供されて

いる部分の床面積の

合計に応じてウに定

める金額を加算した

金額とする。 

6 住宅以外の用途のみ

に供されている建築

物において、建築物全

体の認定の申請をす

る場合は、一の建築物 
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262 都市の低

炭素化の促

進に関する

法律第55条

第1項の規定

による変更

の認定の申

請に対する

審査 

(略) 

(摘要) 

都市の低炭素化の促

進に関する法律第54条

第2項の規定による申出

があった場合の変更の

認定の申請の手数料の

金額は、都市の低炭素化

の促進に関する法律第

53条第1項の規定による

認定の申請の項の摘要

の3の規定を準用する。

この場合において、同項 

 につき当該申請に係

る部分の床面積の合

計に応じてウに定め

る金額とする。 

7 都市の低炭素化の促

進に関する法律第54

条第2項の規定による

申出があった場合の

認定の申請の手数料

の金額は、表に定める

金額に、建築基準法第

18条第2項(同法第87

条第1項において準用

する場合を含む。)の規

定による計画の通知

の項に掲げる区分に

応じ、それぞれ同項金

額の欄に定める金額

を加算した金額とす

る。 

8 共用部分を計算しな

い評価方法を用いる

場合の認定の申請の

手数料の金額は、イに

定める金額を加算し

ない金額とする。 

262 都市の低

炭素化の促

進に関する

法律第55条

第1項の規定

による変更

の認定の申

請に対する

審査 

(略) 

(摘要) 

都市の低炭素化の促

進に関する法律第54条

第2項の規定による申出

があった場合の変更の

認定の申請の手数料の

金額は、都市の低炭素化

の促進に関する法律第

53条第1項の規定による

認定の申請の項の摘要

の7の規定を準用する。

この場合において、同項 
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 の摘要の3の規定中「認

定の申請」とあるのは

「変更の認定の申請」

と、「表に定める金額」

とあるのは「都市の低炭

素化の促進に関する法

律第53条第1項の規定に

よる認定の申請の項に

掲げる区分に応じ、それ

ぞれ同項金額の欄に定

める金額に2分の1を乗

じて得た金額」とする。 

263～269 (略) (略) 

270 建築物の

エネルギー

消費性能の

向上に関す

る法律第34

条第1項の規

定による認

定の申請に

対する審査 

1 認定の申請に係る計

画に建築物のエネル

ギー消費性能の向上

に関する法律第15条

第1項に規定する登録

建築物エネルギー消

費性能判定機関が交

付した適合証(住宅部

分に係る申請にあっ

ては、住宅の品質確保

の促進等に関する法

律第5条第1項に規定

する登録住宅性能評

価機関が交付した適

合証)又は同法第6条第

1項に規定する設計住

宅性能評価書(日本住

宅性能表示基準に基

づく断熱等性能等級

5、等級6又は等級7及

び一次エネルギー消

費量等級6(令和4年10

月1日において現に存

する建築物の住宅部

分(当該住宅部分のう

ち増築、改築又は修繕 

 の摘要の7の規定中「認

定の申請」とあるのは

「変更の認定の申請」

と、「表に定める金額」

とあるのは「都市の低炭

素化の促進に関する法

律第53条第1項の規定に

よる認定の申請の項に

掲げる区分に応じ、それ

ぞれ同項金額の欄に定

める金額に2分の1を乗

じて得た金額」とする。 

263～269 (略) (略) 

270 建築物の

エネルギー

消費性能の

向上に関す

る法律第34

条第1項の規

定による認

定の申請に

対する審査 

1 認定の申請に係る計

画に建築物のエネル

ギー消費性能の向上

に関する法律第15条

第1項に規定する登録

建築物エネルギー消

費性能判定機関が交

付した適合証(住宅部

分に係る申請にあっ

ては、住宅の品質確保

の促進等に関する法

律第5条第1項に規定

する登録住宅性能評

価機関が交付した適

合証)又は同法第6条第

1項に規定する設計住

宅性能評価書(日本住

宅性能表示基準に基

づく断熱等性能等級4

及び一次エネルギー

消費量等級5(建築物の

エネルギー消費性能

の向上に関する法律

の施行の際現に存す

る建築物の住宅部分

については、日本住宅 
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 等をする部分が、住宅

部分の外壁、窓等を通

しての熱の損失の防

止に関する誘導基準

及び一次エネルギー

消費量に関する誘導

基準に適合するもの

に限る。)については、

日本住宅性能表示基

準に基づく断熱等性

能等級4、等級5、等級

6又は等級7及び一次

エネルギー消費量等

級5又は等級6)に適合

しているものに限る。)

の写し(以下この項に

おいて「適合証等」と

いう。)の添付がある場

合 建築物の部分の

区分に応じ、次に掲げ

る金額 

ア 住宅部分 当該

住宅部分の区分に

応じ、次に掲げる金

額 

(1) 一戸建ての住

宅 4,600円 

(2) 共同住宅等  

床面積の合計の

区分に応じ、次に

掲げる金額 

(ｱ) 300平方メー

トル未満のも

の 9,100円 

(ｲ) 300平方メー

トル以上2,000

平方メートル

未 満 の も の 

 19,000円 

(ｳ) 2,000平方メ 

 性能表示基準に基づ

く一次エネルギー消

費量等級4又は等級5)

に適合しているもの

に限る。)の写し(以下

この項において「適合

証等」という。)の添付

がある場合 建築物

の部分の区分に応じ、

次に掲げる金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 住宅部分 当該

住宅部分の区分に

応じ、次に掲げる金

額 

(1) 一戸建ての住

宅 4,600円 

(2) 共同住宅等  

次に掲げる金額 

(ｱ ) 住戸の数の

区分に応じ、次

に掲げる金額 

( i ) 4戸 以 下 

 9,100円 

( i i ) 5戸以上

1 5 戸 以 下 

 19,000円 

(iii) 16戸以上

4 5 戸 以 下 

 43,000円 
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 ー ト ル 以 上

5,000平方メー

トル未満のも

の 43,000円 

(ｴ) 5,000平方メ

ートル以上の

も の  78,000

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ (略) 

2 (略) 

ア 住宅部分 認定

の申請に係る計画

に係る建築物のエ

ネルギー消費性能

を評価する方法の

区分に応じ、次に掲

げる金額 

(1) 建築物エネル

ギー消費性能基

準等を定める省

令第10条第2号た

だし書、イ(1)又は 

 (iv) 46戸以上 

 77,000円 

(ｲ ) 床面積の合

計の区分に応

じ、次に掲げる

金額 

(i) 300平方メ

ートル未満

の も の 

 9,100円 

( i i ) 300平方

メートル以

上2,000平方

メートル未

満 の も の 

 19,000円 

(iii) 2,000平

方メートル

以上5,000平

方メートル

未満のもの 

 43,000円 

(iv) 5,000平

方メートル

以上のもの 

 77,000円 

イ (略) 

2 (略) 

ア 住宅部分 当該

住宅部分の区分に

応じ、次に掲げる金

額 

(1) 一戸建ての住

宅  床面積の合

計の区分に応じ、

次に掲げる金額 

(ｱ) 200平方メー

トル未満のも

の 33,000円 

(ｲ) 200平方メー 
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 ロ (1)による評価

を含む場合  当

該住宅部分の区

分に応じ、次に掲

げる金額 

(ｱ ) 一戸建ての

住宅  床面積

の合計の区分

に応じ、次に掲

げる金額 

(i) 200平方メ

ートル未満

の も の 

 33,000円 

( i i ) 200平方

メートル以

上 の も の 

 37,000円 

(ｲ) 共同住宅等 

 床面積の合

計の区分に応

じ、次に掲げる

金額 

(i) 300平方メ

ートル未満

の も の 

 66,000円 

( i i ) 300平方

メートル以

上2,000平方

メートル未

満 の も の 

 111,000円 

(iii) 2,000平

方メートル

以上5,000平

方メートル

未満のもの 

 188,000円 

(iv) 5,000平

 トル以上のも

の 37,000円 

( 2 )  共同住宅等 

 次に掲げる金

額 

(ｱ ) 住戸の数の

区分に応じ、次

に掲げる金額 

( i )  4戸以下 

 66,000円 

( i i ) 5戸以上

1 5 戸 以 下 

 111,000円 

(iii) 16戸以上

4 5 戸 以 下 

 188,000円 

(iv) 46戸以上 

 270,000円 

(ｲ ) 床面積の合

計の区分に応

じ、次に掲げる

金額 

(i) 300平方メ

ートル未満

の も の 

 66,000円 

( i i ) 300平方

メートル以

上2,000平方

メートル未

満 の も の 

 111,000円 

(iii) 2,000平

方メートル

以上5,000平

方メートル

未満のもの 

 188,000円 

(iv) 5,000平

方メートル 
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方メートル

以上のもの 

 270,000円 

(2) 建築物エネル

ギー消費性能基

準等を定める省

令第10条第2号イ

(2)及びロ(2)によ

る 評 価 の 場 合 

 当該住宅部分

の区分に応じ、次

に掲げる金額 

(ｱ ) 一戸建ての

住宅  床面積

の合計の区分

に応じ、次に掲

げる金額 

(i) 200平方メ

ートル未満

の も の 

 16,000円 

( i i ) 200平方

メートル以

上 の も の 

 18,000円 

(ｲ ) 共同住宅等 

 床面積の合

計の区分に応

じ、次に掲げる

金額 

(i) 300平方メ

ートル未満

の も の 

 31,000円 

( i i ) 300平方

メートル以

上2,000平方

メートル未

満 の も の 

 55,000円 

 以上のもの 

 270,000円 
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 (iii) 2,000平

方メートル

以上5,000平

方メートル

未満のもの 

 100,000円 

(iv) 5,000平

方メートル

以上のもの 

 151,000円 

イ (略) 

(摘要) 

1 (略) 

 

 

 

 

 

2 住宅部分及び非住宅

部分からなる建築物

の認定の申請をする

場合における手数料

の金額は、認定に係る

住宅部分及び非住宅

部分について、それぞ

れ該当する区分に応

じた金額(住宅部分に

ついては、認定に係る 

建築物の住戸の数が1

である場合は一戸建

ての住宅と、2以上で

ある場合は共同住宅

等とみなしてアに定

める金額)を加算した

金額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ (略) 

(摘要) 

1 (略) 

2 ア (2)(ｱ )に規定する

手数料については、住

戸の認定の申請をす

る場合についてのみ

適用する。 

3 住宅部分及び非住宅

部分からなる建築物

(以下この項において

「複合建築物」とい

う。)の認定の申請をす

る場合における手数

料の金額は、認定に係

る建築物に存する住

宅部分及び非住宅部

分について、それぞれ

該当する区分に応じ

た金額を加算した金

額とする。 

 

 

 

 

4 複合建築物及び共同

住宅等において、建築

物全体及び建築物の

部分の認定の申請を

する場合における手 
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3及び4 (略) 

271 建築物の

エネルギー

消費性能の

向上に関す

る法律第36

条第1項の規

定による変

更の認定の

申請に対す

る審査 

(略) 

(摘要) 

1 建築物のエネルギー

消費性能の向上に関

する法律第34条第3項

各号に掲げる事項が

記載されている場合

の変更の認定の申請

の手数料の金額は、建

築物のエネルギー消

費性能の向上に関す

る法律第34条第1項の

規定による認定の申

請の項の摘要の3の規

定を準用する。この場

合において、同項の摘

要の3の規定中「認定

の申請」とあるのは

「変更の認定の申請」

と、「建築物」とある

のは「建築物(変更に係

る建築物に限る。)」と、

「それぞれ表に定め

る金額」とあるのは

「建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に

関する法律第34条第1

項の規定による認定

の申請の項に掲げる

区分に応じ、それぞれ

同項金額の欄に定め

る金額に2分の1を乗

じて得た金額(変更の

認定の申請に係る計 

 数料の金額は、建築物

全体の認定の申請の

場合により算定した

金額とする。 

5及び6 (略) 

271 建築物の

エネルギー

消費性能の

向上に関す

る法律第36

条第1項の規

定による変

更の認定の

申請に対す

る審査 

(略) 

(摘要) 

1 建築物のエネルギー

消費性能の向上に関

する法律第34条第3項

各号に掲げる事項が

記載されている場合

の変更の認定の申請

の手数料の金額は、建

築物のエネルギー消

費性能の向上に関す

る法律第34条第1項の

規定による認定の申

請の項の摘要の5の規

定を準用する。この場

合において、同項の摘

要の5の規定中「認定

の申請」とあるのは

「変更の認定の申請」

と、「建築物」とある

のは「建築物(変更に係

る建築物に限る。)」と、

「それぞれ表に定め

る金額」とあるのは

「建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に

関する法律第34条第1

項の規定による認定

の申請の項に掲げる

区分に応じ、それぞれ

同項金額の欄に定め

る金額に2分の1を乗

じて得た金額(変更の

認定の申請に係る計 
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 画に他の建築物を追

加する場合には、同欄

に定める金額)」とす

る。 

2 建築物のエネルギー

消費性能の向上に関

する法律第35条第2項

の規定による申出が

あった場合の変更の

認定の申請の手数料

の金額は、建築物のエ

ネルギー消費性能の

向上に関する法律第

34条第1項の規定によ

る認定の申請の項の

摘要の4の規定を準用

する。この場合におい

て、同項の摘要の4の

規定中「認定の申請」

とあるのは「変更の認

定の申請」と、「表に

定める金額」とあるの

は「建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に

関する法律第34条第1

項の規定による認定

の申請の項に掲げる

区分に応じ、それぞれ

同項金額の欄に定め

る金額に2分の1を乗

じて得た金額」とす

る。 

272 建築物の

エネルギー

消費性能の

向上に関す

る法律第41

条第1項の規

定による認 

1 認定の申請に建築物

のエネルギー消費性

能の向上に関する法

律第15条第1項に規定

する登録建築物エネ

ルギー消費性能判定

機関が交付した適合 

 画に他の建築物を追

加する場合には、同欄

に定める金額)」とす

る。 

2 建築物のエネルギー

消費性能の向上に関

する法律第35条第2項

の規定による申出が

あった場合の変更の

認定の申請の手数料

の金額は、建築物のエ

ネルギー消費性能の

向上に関する法律第

34条第1項の規定によ

る認定の申請の項の

摘要の6の規定を準用

する。この場合におい

て、同項の摘要の6の

規定中「認定の申請」

とあるのは「変更の認

定の申請」と、「表に

定める金額」とあるの

は「建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に

関する法律第34条第1

項の規定による認定

の申請の項に掲げる

区分に応じ、それぞれ

同項金額の欄に定め

る金額に2分の1を乗

じて得た金額」とす

る。 

272 建築物の

エネルギー

消費性能の

向上に関す

る法律第41

条第1項の規

定による認 

1 認定の申請に建築物

のエネルギー消費性

能の向上に関する法

律第15条第1項に規定

する登録建築物エネ

ルギー消費性能判定

機関が交付した適合 
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定の申請に

対する審査 

証(住宅部分に係る申

請にあっては、住宅の

品質確保の促進等に

関する法律第5条第1

項に規定する登録住

宅性能評価機関が交

付した適合証)、建築物

のエネルギー消費性

能の向上に関する法

律第12条第6項に規定

する適合判定通知書

の写し及び建築基準

法第7条第5項、第7条

の2第5項若しくは第

18条第18項に規定す

る検査済証(以下この

項において「検査済

証」という。)の写し、

建築物のエネルギー

消費性能の向上に関

する法律第35条第1項

の認定に係る建築物

のエネルギー消費性

能の向上に関する法

律施行規則(平成28年

国土交通省令第5号)第

25条第2項の通知書の

写し及び検査済証の

写し、都市の低炭素化

の促進に関する法律

第54条第1項に基づく

認定に係る都市の低

炭素化の促進に関す

る法律施行規則(平成

24年国土交通省令第

86号)第43条第2項の

通知書の写し及び検

査済証の写し又は住

宅の品質確保の促進

等に関する法律第6条 

定の申請に

対する審査 

証(住宅部分に係る申

請にあっては、住宅の

品質確保の促進等に

関する法律第5条第1

項に規定する登録住

宅性能評価機関が交

付した適合証)、建築物

のエネルギー消費性

能の向上に関する法

律第12条第6項に規定

する適合判定通知書

の写し及び建築基準

法第7条第5項、第7条

の2第5項若しくは第

18条第18項に規定す

る検査済証(以下この

項において「検査済

証」という。)の写し、

建築物のエネルギー

消費性能の向上に関

する法律第35条第1項

の認定に係る建築物

のエネルギー消費性

能の向上に関する法

律施行規則(平成28年

国土交通省令第5号)第

25条第2項の通知書の

写し及び検査済証の

写し、都市の低炭素化

の促進に関する法律

第54条第1項に基づく

認定に係る都市の低

炭素化の促進に関す

る法律施行規則(平成

24年国土交通省令第

86号)第43条第2項の

通知書の写し及び検

査済証の写し又は住

宅の品質確保の促進

等に関する法律第6条 
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 第3項に規定する建設

住宅性能評価書(日本

住宅性能表示基準に

基づく断熱等性能等

級4、等級5、等級6又

は等級7及び一次エネ

ルギー消費量等級4、

等級5又は等級6(建築

物のエネルギー消費

性能の向上に関する

法律の施行の際現に

存する建築物の住宅

部分については、日本

住宅性能表示基準に

基づく一次エネルギ

ー消費量等級3、等級4

又は等級5)に適合して

いるものに限る。)の写

し(以下この項におい

て「適合証等」という。)

の添付 があ る場合 

 建築物の部分の区

分に応じ、次に掲げる

金額 

ア及びイ (略) 

2 (略) 

(摘要) 

1及び2 (略) 

273及び274 

(略) 

(略) 

 

 第3項に規定する建設

住宅性能評価書(日本

住宅性能表示基準に

基づく断熱等性能等

級4及び一次エネルギ

ー消費量等級4又は等

級5(建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に

関する法律の施行の

際現に存する建築物

の住宅部分について

は、日本住宅性能表示

基準に基づく一次エ

ネルギー消費量等級

3、等級4又は等級5)に

適合しているものに

限る。)の写し(以下こ

の項において「適合証

等」という。)の添付が

ある場合 建築物の

部分の区分に応じ、次

に掲げる金額 

 

 

ア及びイ (略) 

2 (略) 

(摘要) 

1及び2 (略) 

273及び274 

(略) 

(略) 

 

  
附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

 ⑴ 別表第３の３７の項、３８の項、５１の項及び５２の項の改正規定 公布の日 

 ⑵ 別表第３の２１３の項及び２１４の項の改正規定 令和５年５月２６日 

 （経過措置） 
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２ 改正後の別表第３の２６１の項及び２７０の項の規定は、令和５年４月１日以後の申

請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例

による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理 由 

 

 建築基準法等の一部改正に伴い、建築物の高さに関する特例の許可の申請等に係る手数

料について、所要の改正等を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第３０号 

 

船橋市営住宅条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和５年２月１４日提出 

 

                        船 橋 市 長  松  戸   徹  

 

 

船橋市営住宅条例の一部を改正する条例 

 

 船橋市営住宅条例（平成９年船橋市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

別表 別表 

名称 位置 

(略) (略) 

船橋市芝山第一借

上公営住宅 

船橋市芝山2丁目5

番 

 

 

 

船橋市行田第二借

上公営住宅 

船橋市行田2丁目2

番 

 

船橋市行田第三借

上公営住宅 

船橋市行田3丁目1

番 

 

 

 

船橋市小室町借上

公営住宅 

船橋市小室町904番

地 

船橋市芝山第二借

上公営住宅 

船橋市芝山1丁目40

番 

 

船橋市芝山第三借 船橋市芝山3丁目10

名称 位置 

(略) (略) 

船橋市芝山第一借

上公営住宅 

船橋市芝山2丁目5

番2棟、5棟、6棟、7

棟、8棟、9棟、10

棟、11棟、12棟、13

棟、15棟 

船橋市行田第二借

上公営住宅 

船橋市行田2丁目2

番1棟、2棟、3棟、5

棟 

船橋市行田第三借

上公営住宅 

船橋市行田3丁目1

番1棟、4棟、5棟、6

棟、7棟、8棟、9棟、

11棟、12棟、14棟、

15棟 

船橋市小室町借上

公営住宅 

船橋市小室町904番

地A―4棟、A―5棟 

船橋市芝山第二借

上公営住宅 

船橋市芝山1丁目40

番3棟、5棟、6棟、7

棟、8棟 

船橋市芝山第三借 船橋市芝山3丁目10 
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上公営住宅 番 

船橋市金杉台第一

借上公営住宅 

船橋市金杉台1丁目

3番 

船橋市金杉台第二

借上公営住宅 

船橋市金杉台2丁目

1番 
 

上公営住宅 

 

 

 

 

番2棟 

   

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年８月１日から施行する。ただし、別表の改正規定（船橋市芝山

第一借上公営住宅、船橋市行田第二借上公営住宅、船橋市行田第三借上公営住宅、船橋

市小室町借上公営住宅、船橋市芝山第二借上公営住宅及び船橋市芝山第三借上公営住宅

に係る部分に限る。）及び次項の規定は、公布の日から施行する。 

 （準備行為） 

２ 改正後の船橋市営住宅条例別表に規定する船橋市金杉台第一借上公営住宅及び船橋市

金杉台第二借上公営住宅に係る同条例第８条第２項に規定する市営住宅の入居者の決定

の手続その他の行為については、令和５年８月１日前においても行うことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理 由 

 

 新たに市営住宅を設置するについて、その名称及び位置を規定する等の必要がある。こ

れが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第３１号 

 

 船橋市文化振興基金条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和５年２月１４日提出 

 

                        船 橋 市 長  松  戸   徹 

 

 

   船橋市文化振興基金条例の一部を改正する条例 

 

 船橋市文化振興基金条例（平成２８年船橋市条例第２８号）の一部を次のように改正す

る。 

改正後 改正前 

(積立て) (基金の額) 

第2条 基金として積み立てる額は、一般会

計の予算の定めるところによる。 

第2条 基金の額は、1億5,000万円とする。 

2 必要があるときは、予算の定めるところ

により基金に追加して積立てをすること

ができる。 

 3 前項の規定により積立てが行われたと

きは、基金の額は、積立額相当額増加する

ものとする。 

(運用益金の処理) (運用益金の処理) 

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般

会計歳入歳出予算に計上して、この基金に

編入するものとする。 

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般

会計歳入歳出予算に計上して文化活動の

普及その他の文化の振興を図るための事

業に要する経費に充てるものとする。 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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理 由 

 

文化振興基金の運用を変更するため、基金の額及び運用益金の処理について、所要の改

正を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第３２号 

 

 船橋市博物館条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和５年２月１４日提出 

 

                        船 橋 市 長  松  戸   徹 

 

 

   船橋市博物館条例の一部を改正する条例 

 

 船橋市博物館条例（平成１２年船橋市条例第４８号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

(趣旨) (趣旨) 

第1条 この条例は、博物館法(昭和26年法律

第285号)第2条第1項に規定する博物館の

設置及び管理に関し、必要な事項を定める

ものとする。 

第1条 この条例は、博物館法(昭和26年法律

第285号)第18条の規定に基づき、博物館

の設置及び管理に関し、必要な事項を定め

るものとする。 

(博物館協議会) (博物館協議会) 

第8条 博物館法第23条第1項の規定によ

り、船橋市博物館協議会(以下「協議会」

という。)を置く。 

第8条 博物館法第20条第1項の規定によ

り、船橋市博物館協議会(以下「協議会」

という。)を置く。 

2～4 (略) 2～4 (略) 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

理 由 

 

博物館法の一部改正に伴い、規定の整備を行う必要がある。これが、この条例案を提出

する理由である。 
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議案第３３号 

 

   和解について 

 

 交通事故による損害賠償請求について、次のとおり和解する。 

 

令和５年２月１４日提出 

 

船 橋 市 長  松  戸   徹  

 

 

記 

 

１ 相手方 

   船橋市在住 Ａ 

２ 要旨 

⑴ 相手方は船橋市に対し、損害賠償金として９，０７８，８１５円を支払う。 

⑵ ⑴による損害賠償金のほか、当事者間には何らの債権債務のないことを相互に確認

する。 

 

 

 

 

 

 

 

理 由 

 

交通事故による損害賠償請求について、和解するに当たり、地方自治法第９６条第１項

第１２号の規定により議会の議決を得る必要がある。 
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議案第３４号 

 

   包括外部監査契約の締結について 

 

 包括外部監査契約を次のとおり締結する。 

 

  令和５年２月１４日提出 

 

船 橋 市 長  松  戸   徹  

 

 

記 

 

１ 契 約 の 目 的  当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告 

２ 契 約 の 始 期  令和５年４月１日 

３ 契 約 の 金 額  １４，０００，０００円を上限とする額 

４ 費用の支払方法  監査の結果に関する報告提出後に支払うものとする。ただし、 

契約の金額の範囲内で概算払をすることができるものとする。 

５ 契約の相手方  住所 東京都墨田区八広３丁目４番１４号 

           氏名 松 原  創 

           資格 公認会計士 

 

 

 

 

 

理 由 

 

 包括外部監査契約の締結について、地方自治法第２５２条の３６第１項の規定により議

会の議決を得る必要がある。 
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議案第３５号 

 

   市道の路線認定及び変更について 

 

 市道の路線を次のとおり認定及び変更する。 

 

  令和５年２月１４日提出 

 

船 橋 市 長  松  戸   徹  

認定    
 

路線番号 起       点 終       点 
路  線  内  訳 

備  考 
巾 員 m 延 長 m 

00-077 本町７丁目 1016-8 本町１丁目 470-1 
19.00 

0 
未供用 

864.00m 
40.00 

37-149 高根町 193-7 高根町 622-1 
5.50  

131.36 
 

5.50  

39-024 東町 750-2 東町 710-8 
6.00  

120.96 
 

6.50  

49-052 二宮１丁目 616-13 二宮１丁目 617-41 
17.00  

0 
未供用 

41.27m 
17.00  

66-106 二和西２丁目 96-3 二和西２丁目 96-15 
6.00  

90.91  
 

6.00  

67-073 咲が丘３丁目 639-96 咲が丘３丁目 639-89 
6.00  

 106.51 
 

6.00  

67-074 咲が丘３丁目 639-11 咲が丘３丁目 639-70 
6.00  

 326.91 
 

6.00  

67-075 咲が丘３丁目 639-61 咲が丘３丁目 639-56 
 6.00 

 58.38 
 

6.00  

合 計   
 

835.03  
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変更     
 

路線番号 起       点 終       点 
路  線  内  訳 

備  考 
巾 員 m 延 長 m 

00-027 前原東４丁目 743-1 飯山満町２丁目 621-8 
5.11 

993.76 変更前 

22.96 

00-027 前原東４丁目 743-1 飯山満町２丁目 760-1 
12.91 

830.29 

変更後 

一部未供用 

408.29m 24.94 

   
 

△ 163.47 
 

 
 

合 計   
 

△ 163.47 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理 由 

 

 市道の路線認定及び変更について、道路法第８条第２項及び第１０条第３項の規定によ

り議会の議決を得る必要がある。 
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議案第３６号 

  

農業委員会委員任命の同意を求めることについて 

  

 農業委員会委員は、令和５年７月１９日をもって任期が満了するので、藤平 尚志を新

たに委員に任命したいから、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８

条第１項の規定により議会の同意を求める。 

  

  令和５年２月１４日提出 

 

船 橋 市 長  松  戸   徹  
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議案第３７号 

  

   農業委員会委員任命の同意を求めることについて 

 

 農業委員会委員は、令和５年７月１９日をもって任期が満了するので、宍倉 由 雄を

新たに委員に任命したいから、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第

８条第１項の規定により議会の同意を求める。 

 

  令和５年２月１４日提出 

 

船 橋 市 長  松  戸   徹  
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議案第３８号 

  

   農業委員会委員任命の同意を求めることについて 

 

 農業委員会委員は、令和５年７月１９日をもって任期が満了するので、金子 しのぶを

新たに委員に任命したいから、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第

８条第１項の規定により議会の同意を求める。 

 

  令和５年２月１４日提出 

 

船 橋 市 長  松  戸   徹  
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議案第３９号 

  

   農業委員会委員任命の同意を求めることについて 

 

 農業委員会委員は、令和５年７月１９日をもって任期が満了するので、藤家 雅子を新

たに委員に任命したいから、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８

条第１項の規定により議会の同意を求める。 

  

  令和５年２月１４日提出 

 

船 橋 市 長  松  戸   徹  
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議案第４０号 

  

   農業委員会委員任命の同意を求めることについて 

 

 農業委員会委員は、令和５年７月１９日をもって任期が満了するので、平野  昭を新

たに委員に任命したいから、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８

条第１項の規定により議会の同意を求める。 

   

  令和５年２月１４日提出 

 

船 橋 市 長  松  戸   徹  
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議案第４１号 

  

   農業委員会委員任命の同意を求めることについて 

 

 農業委員会委員は、令和５年７月１９日をもって任期が満了するので、長嶋 雄一を新

たに委員に任命したいから、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８

条第１項の規定により議会の同意を求める。 

  

  令和５年２月１４日提出 

 

船 橋 市 長  松  戸   徹  
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議案第４２号 

  

   農業委員会委員任命の同意を求めることについて 

  

 農業委員会委員は、令和５年７月１９日をもって任期が満了するので、小川 晃を引き

続き委員に任命したいから、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８

条第１項の規定により議会の同意を求める。 

 

  令和５年２月１４日提出 

 

船 橋 市 長  松  戸   徹  
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議案第４３号 

  

   農業委員会委員任命の同意を求めることについて 

 

 農業委員会委員は、令和５年７月１９日をもって任期が満了するので、齋藤 教子を引

き続き委員に任命したいから、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第

８条第１項の規定により議会の同意を求める。 

  

  令和５年２月１４日提出 

 

船 橋 市 長  松  戸   徹  
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議案第４４号 

  

   農業委員会委員任命の同意を求めることについて 

  

 農業委員会委員は、令和５年７月１９日をもって任期が満了するので、石山 幸男を引

き続き委員に任命したいから、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第

８条第１項の規定により議会の同意を求める。 

  

  令和５年２月１４日提出 

 

船 橋 市 長  松  戸   徹  
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議案第４５号 

  

   農業委員会委員任命の同意を求めることについて 

  

 農業委員会委員は、令和５年７月１９日をもって任期が満了するので、髙𫞏 光一を引

き続き委員に任命したいから、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第

８条第１項の規定により議会の同意を求める。 

  

  令和５年２月１４日提出 

 

船 橋 市 長  松  戸   徹  
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議案第４６号 

  

   農業委員会委員任命の同意を求めることについて 

 

 農業委員会委員は、令和５年７月１９日をもって任期が満了するので、豊田 豊を引き

続き委員に任命したいから、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８

条第１項の規定により議会の同意を求める。 

 

 令和５年２月１４日提出 

 

船 橋 市 長  松  戸   徹  
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議案第４７号 

  

   農業委員会委員任命の同意を求めることについて 

  

 農業委員会委員は、令和５年７月１９日をもって任期が満了するので、藤城 孝義を引

き続き委員に任命したいから、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第

８条第１項の規定により議会の同意を求める。 

  

  令和５年２月１４日提出 

 

船 橋 市 長  松  戸   徹  
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議案第４８号 

  

   農業委員会委員任命の同意を求めることについて 

 

 農業委員会委員は、令和５年７月１９日をもって任期が満了するので、岡庭 一美を引

き続き委員に任命したいから、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第

８条第１項の規定により議会の同意を求める。 

  

 令和５年２月１４日提出 

 

船 橋 市 長  松  戸   徹  
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議案第４９号 

  

   農業委員会委員任命の同意を求めることについて 

 

 農業委員会委員は、令和５年７月１９日をもって任期が満了するので、神山 茂樹を引

き続き委員に任命したいから、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第

８条第１項の規定により議会の同意を求める。 

  

  令和５年２月１４日提出 

 

船 橋 市 長  松  戸   徹  
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議案第５０号 

 

 船橋市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和５年２月１４日提出 

 

船 橋 市 長  松  戸   徹  

 

 

   船橋市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

船橋市国民健康保険条例（昭和４７年船橋市条例第１６号）の一部を次のように改正す

る。 

改正後 改正前 

(出産育児一時金) (出産育児一時金) 

第6条 被保険者が出産したときは、当該被

保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産

育児一時金として488,000円を支給する。

ただし、市長が健康保険法施行令(大正15

年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、

必要があると認めるときは、規則で定める

ところにより、これに3万円を上限として

加算するものとする。 

第6条 被保険者が出産したときは、当該被

保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産

育児一時金として408,000円を支給する。

ただし、市長が健康保険法施行令(大正15

年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、

必要があると認めるときは、規則で定める

ところにより、これに3万円を上限として

加算するものとする。 

2 (略) 2 (略) 

(後期高齢者支援金等賦課限度額) (後期高齢者支援金等賦課限度額) 

第16条の2の8 第16条の2の2又は第16条

の2の5の後期高齢者支援金等賦課額(一般

被保険者と退職被保険者等が同一の世帯

に属する場合には、第16条の2の2の後期

高齢者支援金等賦課額と第16条の2の5の

後期高齢者支援金等賦課額との合算額を

いう。第19条及び第20条第1項において同

じ。)は、22万円を超えることができない。 

第16条の2の8 第16条の2の2又は第16条

の2の5の後期高齢者支援金等賦課額(一般

被保険者と退職被保険者等が同一の世帯

に属する場合には、第16条の2の2の後期

高齢者支援金等賦課額と第16条の2の5の

後期高齢者支援金等賦課額との合算額を

いう。第19条及び第20条第1項において同

じ。)は、20万円を超えることができない。 

(低所得者の保険料の減額) (低所得者の保険料の減額) 

第20条 (各号列記以外の部分略) 第20条 (各号列記以外の部分略) 
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(1) (略) (1) (略) 

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林

所得金額並びに他の所得と区分して計

算される所得の金額の合算額が、地方税

法第314条の2第2項第1号に定める金額

(世帯主等のうち給与所得者等の数が2

以上の場合にあっては、同号に定める金

額に当該給与所得者等の数から1を減

じた数に10万円を乗じて得た金額を加

えた金額)に29万円に当該年度の保険料

賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義

務が発生した場合にはその発生した日

とする。)現在において当該世帯に属す

る被保険者の数と特定同一世帯所属者

の数の合計数を乗じて得た額を加算し

た金額を超えない世帯に係る保険料の

納付義務者であって、前号に該当する者

以外の者 当該年度分の基礎賦課額の

被保険者均等割の保険料率に10分の5

を乗じて得た額に当該世帯に属する被

保険者のうち当該年度分の基礎賦課額

の被保険者均等割額の算定の対象とさ

れるものの数を乗じて得た額 

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林

所得金額並びに他の所得と区分して計

算される所得の金額の合算額が、地方税

法第314条の2第2項第1号に定める金額

(世帯主等のうち給与所得者等の数が2

以上の場合にあっては、同号に定める金

額に当該給与所得者等の数から1を減

じた数に10万円を乗じて得た金額を加

えた金額)に285,000円に当該年度の保

険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納

付義務が発生した場合にはその発生し

た日とする。)現在において当該世帯に

属する被保険者の数と特定同一世帯所

属者の数の合計数を乗じて得た額を加

算した金額を超えない世帯に係る保険

料の納付義務者であって、前号に該当す

る者以外の者 当該年度分の基礎賦課

額の被保険者均等割の保険料率に10分

の5を乗じて得た額に当該世帯に属す

る被保険者のうち当該年度分の基礎賦

課額の被保険者均等割額の算定の対象

とされるものの数を乗じて得た額 

(3) 第1号に規定する総所得金額及び山

林所得金額並びに他の所得と区分して

計算される所得の金額の合算額が、地方

税法第314条の2第2項第1号に定める金

額(世帯主等のうち給与所得者等の数が

2以上の場合にあっては、同号に定める

金額に当該給与所得者等の数から1を

減じた数に10万円を乗じて得た金額を

加えた金額)に535,000円に当該年度の

保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の

納付義務が発生した場合にはその発生

した日とする。)現在において当該世帯

に属する被保険者の数と特定同一世帯

所属者の数の合計数を乗じて得た額を

加算した金額を超えない世帯に係る保

険料の納付義務者であって前2号に該

当する者以外の者 当該年度分の基礎

(3) 第1号に規定する総所得金額及び山

林所得金額並びに他の所得と区分して

計算される所得の金額の合算額が、地方

税法第314条の2第2項第1号に定める金

額(世帯主等のうち給与所得者等の数が

2以上の場合にあっては、同号に定める

金額に当該給与所得者等の数から1を

減じた数に10万円を乗じて得た金額を

加えた金額)に52万円に当該年度の保険

料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付

義務が発生した場合にはその発生した

日とする。)現在において当該世帯に属

する被保険者の数と特定同一世帯所属

者の数の合計数を乗じて得た額を加算

した金額を超えない世帯に係る保険料

の納付義務者であって前2号に該当す

る者以外の者 当該年度分の基礎賦課
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賦課額の被保険者均等割の保険料率に

10分の2を乗じて得た額に当該世帯に

属する被保険者のうち当該年度分の基

礎賦課額の被保険者均等割額の算定の

対象とされるものの数を乗じて得た額 

額の被保険者均等割の保険料率に10分

の2を乗じて得た額に当該世帯に属す

る被保険者のうち当該年度分の基礎賦

課額の被保険者均等割額の算定の対象

とされるものの数を乗じて得た額 

2 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課

額の減額について準用する。この場合にお

いて、同項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第12条

又は第15条」とあるのは「第16条の2の2

又は第16条の2の5」と、「65万円」とあ

るのは「22万円」と読み替えるものとす

る。 

2 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課

額の減額について準用する。この場合にお

いて、同項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第12条

又は第15条」とあるのは「第16条の2の2

又は第16条の2の5」と、「65万円」とあ

るのは「20万円」と読み替えるものとす

る。 

3 (略) 3 (略) 

(特例対象被保険者等に係る届出) (特例対象被保険者等に係る届出) 

第28条の3 (略) 第28条の3 (略) 

2 前項に規定する届出は、特例対象被保険

者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働

省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定

する雇用保険受給資格者証又は同省令第

19条第3項に規定する雇用保険受給資格

通知の提示を求められた場合においては、

これを提示して行わなければならない。 

2 前項に規定する届出は、特例対象被保険

者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働

省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定

する雇用保険受給資格者証を提示して行

わなければならない。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第６条第１項の規定は、令和５年４月１日以後に出産した被保険者に係る出

産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金につい

ては、なお従前の例による。 

３ 改正後の第１６条の２の８並びに第２０条第１項及び第２項の規定は、令和５年度以

後の年度分の保険料について適用し、令和４年度以前の年度分の保険料については、な

お従前の例による。 
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理 由 

 

健康保険法施行令の一部改正にならい、出産育児一時金の額について、所要の改正を行

うとともに、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、後期高齢者支援金等賦課限度額及

び保険料の減額の算定方法等について、所要の改正を行う必要がある。これが、この条例

案を提出する理由である。 

－8－



 

議案第５１号 

 

   損害賠償の額の決定及び和解について 

 

 転落事故による損害賠償請求について、次のとおり損害賠償の額を定め、和解する。 

 

令和５年２月１４日提出 

 

船 橋 市 長  松  戸   徹  

 

 

記 

 

１ 相手方 

   船橋市在住 Ｂ 

   船橋市在住 Ｂの保護者（父） 

   船橋市在住 Ｂの保護者（母） 

２ 要旨 

⑴ 損害賠償の額は、３，９４４，４１６円とする。 

⑵ ⑴による損害賠償金のほか、当事者間には何らの債権債務のないことを相互に確認

する。 

 

 

 

 

理 由 

 

転落事故による損害賠償請求について、損害賠償の額を定め、和解することについて、

地方自治法第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定により議会の議決を得る必要があ

る。 

－9－



諮問第１号 

 

人権擁護委員の候補者推薦について 

 

 人権擁護委員米原 仁子は、令和５年６月３０日をもって任期が満了するので、法務大

臣に対し、引き続いて同人を委員の候補者として推薦したいから、議会の意見を問う。 

 

令和５年２月１４日提出 

 

船 橋 市 長  松  戸   徹 
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諮問第２号 

 

人権擁護委員の候補者推薦について 

 

 人権擁護委員山本 稔は、令和５年６月３０日をもって任期が満了するので、法務大臣

に対し、引き続いて同人を委員の候補者として推薦したいから、議会の意見を問う。 

 

令和５年２月１４日提出 

 

船 橋 市 長  松  戸   徹 
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諮問第３号 

 

人権擁護委員の候補者推薦について 

 

 人権擁護委員渡辺 徹は、令和５年６月３０日をもって任期が満了するので、法務大臣

に対し、引き続いて同人を委員の候補者として推薦したいから、議会の意見を問う。 

 

令和５年２月１４日提出 

 

船 橋 市 長  松  戸   徹 
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